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朕
は
、
日
本
国
民
の
総
意
に
基
い
て
、
新
日
本
建
設
の
礎
が
へ
定
ま
る
に
至

っ
た
こ
と
を
、
深
く
よ
ろ
こ
び
、
枢
密
顧
問
の
諮
詞
及
び
帝
国
憲
法
第
七
十
三

条
に
よ
る
帝
国
議
会
の
議
決
を
経
た
帝
国
憲
法
の
改
正
を
裁
可
し
、
こ
こ
に
こ

れ
を
公
布
せ
し
め
る
。

御
名
御
璽

昭
和
二
十
一
年
十
一
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣
兼
外
務
大
臣
吉
田
茂

国
務
大
臣
男
爵
幣
原
喜
重
郎

司
法
大
臣
木
村
篤
太
郎

内
務
大
臣
大
村
清
一

文
部
大
臣
田
中
耕
太
郎

農
林
大
臣
和
田
博
雄

国
務
大
臣
斎
藤
隆
夫

逓
信
大
臣
一
松
定
吉

商
工
大
臣
星
島
二
郎

厚
生
大
臣
河
合
良
成

国
務
大
臣
植
原
悦
二
郎

運
輸
大
臣
平
塚
常
次
郎

大
蔵
大
臣
石
橋
湛
山

国
務
大
臣
金
森
徳
次
郎

国
務
大
臣
膳
桂
之
助

日
本
国
憲
法

○
日
本
国
憲
法

ぐ

日
本
国
民
は
、
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
会
に
お
け
る
代
表
者
を
通
じ
て
行
動

し
、
わ
れ
ら
と
わ
れ
ら
の
子
孫
の
た
め
に
、
諸
国
民
と
の
協
和
に
よ
る
成
果

と
、
わ
が
国
全
土
に
わ
た
っ
て
自
由
の
も
た
ら
す
恵
沢
を
確
保
し
、
政
府
の
行

為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意

し
、
こ
こ
に
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
こ
の
憲
法
を
確
定
す

る
。
そ
も
そ
も
国
政
は
、
国
民
の
厳
粛
な
信
託
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

権
威
は
国
民
に
由
来
し
、
そ
の
権
力
は
国
民
の
代
表
者
が
こ
れ
を
行
使
し
、
そ

の
福
利
は
国
民
が
こ
れ
を
享
受
す
る
。
こ
れ
は
人
類
普
遍
の
原
理
で
あ
り
、
こ

の
憲
法
は
、
か
か
る
原
理
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
、
こ
れ
に
反
す
る

一
切
の
憲
法
、
法
令
及
び
詔
勅
を
排
除
す
る
。

日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相
互
の
関
係
を
支
配
す
る
崇

高
な
理
想
を
深
く
自
覚
す
る
の
で
あ
っ
て
、
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と

信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
。
わ

れ
ら
は
、
平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に

除
去
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た

い
と
思
ふ
。
わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免

か
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
の
国
家
も
、
自
国
の
こ
と
の
み
に
専
念
し
て
他
国
を
無

視
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
政
治
道
徳
の
法
則
は
、
普
遍
的
な
も
の
で

あ
り
、
こ
の
法
則
に
従
ふ
こ
と
は
、
自
国
の
主
権
を
維
持
し
、
他
国
と
対
等
関

係
に
立
た
う
と
す
る
各
国
の
責
務
で
あ
る
と
信
ず
る
。

日
本
国
民
は
、
国
家
の
名
誉
に
か
け
、
全
力
を
あ
げ
て
こ
の
崇
高
な
理
想
と

目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
誓
ふ
。

く
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②
天
皇
は
、
内
閣
の
指
名
に
基
い
て
、
最
高
裁
判
所
の
長
た
る
裁
判
官
を
任

命
す
る
。

第
七
条
天
皇
は
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
よ
り
、
国
民
の
た
め
に
、
左
の
国

事
に
関
す
る
行
為
を
行
ふ
。

一
憲
法
改
正
、
法
律
、
政
令
及
び
条
約
を
公
布
す
る
こ
と
。

二
国
会
を
召
集
す
る
こ
と
。

三
衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
。

四
国
会
議
員
の
総
選
挙
の
施
行
を
公
示
す
る
こ
と
。

’
第
六
条

第
一
章
天
皇

第
一
条
天
皇
は
、
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
っ

て
、
こ
の
地
位
は
、
主
権
の
存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
基
く
。

第
二
条
皇
位
は
、
世
襲
の
も
の
で
あ
っ
て
、
国
会
の
議
決
し
た
皇
室
典
範
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
継
承
す
る
。

第
三
条
天
皇
の
国
事
に
関
す
る
す
べ
て
の
行
為
に
は
、
内
閣
の
助
言
と
承
認

を
必
要
と
し
、
内
閣
が
、
そ
の
責
任
を
負
ふ
。

第
四
条
天
皇
は
、
こ
の
憲
法
の
定
め
る
国
事
に
関
す
る
行
為
の
み
を
行
ひ
、

国
政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
。

②
天
皇
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
国
事
に
関
す
る
行
為
を

委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
摂
政
を
置
く
と
き
は
、
摂
政

は
、
天
皇
の
名
で
そ
の
国
事
に
関
す
る
行
為
を
行
ふ
。
こ
の
場
合
に
は
、
前

条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

天
皇
は
、
国
会
の
指
名
に
基
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
を
任
命
す
る
。

で

五
国
務
大
臣
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
官
吏
の
任
免
並
び
に
全
権
委

任
状
及
び
大
使
及
び
公
使
の
信
任
状
を
認
証
す
る
こ
と
。

六
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
権
を
認
証
す
る
こ

‐
シ
」
Ｏ

七
栄
典
を
授
与
す
る
こ
と
。

八
批
准
書
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
外
交
文
書
を
認
証
す
る
こ
と
。

九
外
国
の
大
使
及
び
公
使
を
接
受
す
る
こ
と
。

＋
儀
式
を
行
ふ
こ
と
。

第
八
条
皇
室
に
財
産
を
譲
り
渡
し
、
又
は
皇
室
が
、
財
産
を
譲
り
受
け
、
若

し
く
は
賜
与
す
る
こ
と
は
、
・
国
会
の
議
決
に
基
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
戦
争
の
放
棄

第
九
条
日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希

求
し
、
国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使

は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

②
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保

持
し
な
い
。
国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

第
三
章
国
民
の
権
利
及
び
義
務

第
十
条
日
本
国
民
た
る
要
件
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
一
条
国
民
は
、
す
べ
て
の
基
本
的
人
権
の
享
有
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ

の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久

の
権
利
と
し
て
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
与
へ
ら
れ
る
。

第
十
二
条
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、
国
民
の
不
断

の
努
力
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
国
民
は
、

〔
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の
権
利
で
あ
る
。

②
す
べ
て
公
務
員
は
、
全
体
の
奉
仕
者
で
あ
っ
て
、
一
部
の
奉
仕
者
で
は
な

い
。

③
公
務
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
成
年
者
に
よ
る
普
通
選
挙
を
保
障
す
る
。

④
す
べ
て
選
挙
に
お
け
る
投
票
の
秘
密
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。

選
挙
人
は
、
そ
の
選
択
に
関
し
公
的
に
も
私
的
に
も
責
任
を
問
は
れ
な
い
。

第
十
六
条
何
人
も
、
損
害
の
救
済
、
公
務
員
の
罷
免
、
法
律
、
命
令
又
は
規

則
の
制
定
、
廃
止
又
は
改
正
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
、
平
穏
に
請
願
す
る
権

利
を
有
し
、
何
人
も
、
か
か
る
請
願
を
し
た
た
め
に
い
か
な
る
差
別
待
遇
も

受
け
な
い
。

第
十
五
条
公
務
員
を
選
定
し
、
及
び
こ
れ
を
罷
免
す
る
こ
と
は
、
国
民
固
有

こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に

こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
ふ
。

第
十
三
条
す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び

幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い

限
り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。

第
十
四
条
す
べ
て
国
民
は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
っ
て
、
人
種
、
信
条
、
性

別
、
社
会
的
身
分
又
は
門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、
経
済
的
又
は
社
会
的
関
係

に
お
い
て
、
差
別
さ
れ
な
い
。

②
華
族
そ
の
他
の
貴
族
の
制
度
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

③
栄
誉
、
勲
章
そ
の
他
の
栄
典
の
授
与
は
、
い
か
な
る
特
権
も
伴
は
な
い
。

栄
典
の
授
与
は
、
現
に
こ
れ
を
有
し
、
又
は
将
来
こ
れ
を
受
け
る
者
の
一
代

に
限
り
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

ぐ

第
十
七
条
何
人
も
、
公
務
員
の
不
法
行
為
に
よ
り
、
損
害
を
受
け
た
と
き

は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
又
は
公
共
団
体
に
、
そ
の
賠
償
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条
何
人
も
、
い
か
な
る
奴
隷
的
拘
束
も
受
け
な
い
。
又
、
犯
罪
に
因

る
処
罰
の
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
意
に
反
す
る
苦
役
に
服
さ
せ
ら
れ
な

い
。

第
十
九
条
思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
条
信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
。
い
か
な

る
宗
教
団
体
も
、
国
か
ら
特
権
を
受
け
、
又
は
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て

は
な
ら
な
い
。

②
何
人
も
、
宗
教
上
の
行
為
、
祝
典
、
儀
式
又
は
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を

強
制
さ
れ
な
い
。

③
国
及
び
そ
の
機
関
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
教
的
活
動
も
し
て

は
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
集
会
、
結
社
及
び
言
論
、
出
版
そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由

は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

②
検
閲
は
、
こ
れ
を
し
て
は
な
ら
な
い
・
通
信
の
秘
密
は
、
こ
れ
を
侵
し
て

は
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条
何
人
も
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
居
住
、
移
転
及
び

職
業
選
択
の
自
由
を
有
す
る
。

②
何
人
も
、
外
国
に
移
住
し
、
又
は
国
籍
を
離
脱
す
る
自
由
を
侵
さ
れ
な

い
。

崖
一
十
三
条
学
問
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

く
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第
六
十
五
条
行
政
権
は
、
内
閣
に
属
す
る
。

第
六
十
六
条
内
閣
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
首
長
た
る
内

閣
総
理
大
臣
及
び
そ
の
他
の
国
務
大
臣
で
こ
れ
を
組
織
す
る
。

②
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
は
、
文
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
内
閣
は
、
行
政
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
国
会
に
対
し
連
帯
し
て
責
任
を
負

ふ
。

第
六
十
七
条
内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
会
議
員
の
中
か
ら
国
会
の
議
決
で
、
こ

致
し
な
い
と
き
、
又
は
参
議
院
が
、
衆
議
院
の
可
決
し
た
予
算
を
受
け
取
っ

た
後
、
国
会
休
会
中
の
期
間
を
除
い
て
三
十
日
以
内
に
、
議
決
し
な
い
と
き

は
、
衆
議
院
の
議
決
を
国
会
の
議
決
と
す
る
。

第
六
十
一
条
条
約
の
締
結
に
必
要
な
国
会
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二

項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
六
十
二
条
両
議
院
は
、
各
々
国
政
に
関
す
る
調
査
を
行
ひ
、
こ
れ
に
関
し

て
、
証
人
の
出
頭
及
び
証
言
並
び
に
記
録
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き

ヲ
（
）
Ｏ

第
六
十
三
条
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
は
、
両
議
院
の
一
に
議
席

を
有
す
る
と
有
し
な
い
と
に
か
か
は
ら
ず
、
何
時
で
も
議
案
に
つ
い
て
発
言

す
る
た
め
議
院
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
又
、
答
弁
又
は
説
明
の
た
め

出
席
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
四
条
国
会
は
、
罷
免
の
訴
追
を
受
け
た
裁
判
官
を
裁
判
す
る
た
め
、

両
議
院
の
議
員
で
組
織
す
る
弾
劾
裁
判
所
を
設
け
る
。

②
弾
劾
に
関
す
る
事
項
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
五
章
内
閣

く

部
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
七
十
三
条
内
閣
は
、
他
の
一
般
行
政
事
務
の
外
、
左
の
事
務
を
行
ふ
。

｜
法
律
を
誠
実
に
執
行
し
、
国
務
を
総
理
す
る
こ
と
。

第
七
十
二
条
内
閣
総
理
大
臣
は
、
内
閣
を
代
表
し
て
議
案
を
国
会
に
提
出

れ
を
指
名
す
る
。
こ
の
指
名
は
、
他
の
す
べ
て
の
案
件
に
先
だ
っ
て
、
こ
れ

を
行
ふ
。

②
衆
議
院
と
参
議
院
と
が
異
な
っ
た
指
名
の
議
決
を
し
た
場
合
に
、
法
律
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
両
議
院
の
協
議
会
を
開
い
て
も
意
見
が
一
致
し
な

い
と
き
、
又
は
衆
議
院
が
指
名
の
議
決
を
し
た
後
、
国
会
休
会
中
の
期
間
を

除
い
て
十
日
以
内
に
、
参
議
院
が
、
指
名
の
議
決
を
し
な
い
と
き
は
、
衆
議

院
の
議
決
を
国
会
の
議
決
と
す
る
。

第
六
十
八
条
内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
務
大
臣
を
任
命
す
る
。
但
し
、
そ
の
過

半
数
は
、
国
会
議
員
の
中
か
ら
選
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
内
閣
総
理
大
臣
は
、
任
意
に
国
務
大
臣
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
九
条
内
閣
は
、
衆
議
院
で
不
信
任
の
決
議
案
を
可
決
し
、
又
は
信
任

の
決
議
案
を
否
決
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
な
い
限

り
、
総
辞
職
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
条
内
閣
総
理
大
臣
が
欠
け
た
と
き
、
又
は
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
後

に
初
め
て
国
会
の
召
集
が
あ
っ
た
と
き
は
、
内
閣
は
、
総
辞
職
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
一
条
前
二
条
の
場
合
に
は
、
内
閣
は
、
あ
ら
た
に
内
閣
総
理
大
臣
が

任
命
さ
れ
る
ま
で
引
き
続
き
そ
の
職
務
を
行
ふ
。

し
、
一
般
国
務
及
び
外
交
関
係
に
つ
い
て
国
会
に
報
告
し
、
並
び
に
行
政
各

〔
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に
よ
っ
て
、
内
閣
で
こ
れ
を
任
命
す
る
。
そ
の
裁
判
官
は
、
任
期
を
十
年
と

し
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
法
律
の
定
め
る
年
齢
に
達
し
た

時
に
は
退
官
す
る
。

②
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。

こ
の
報
酬
は
、
在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
八
十
一
条
最
高
裁
判
所
は
、
一
切
の
法
律
、
命
令
、
規
則
又
は
処
分
が
憲

法
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
終
審
裁
判
所
で
あ

る
。

第
八
十
二
条
裁
判
の
対
審
及
び
判
決
は
、
公
開
法
廷
で
こ
れ
を
行
ふ
。

②
裁
判
所
が
、
裁
判
官
の
全
員
一
致
で
、
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害

す
る
虞
が
あ
る
と
決
し
た
場
合
に
は
、
対
審
は
、
公
開
し
な
い
で
こ
れ
を
行

ふ
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
政
治
犯
罪
、
出
版
に
関
す
る
犯
罪
又
は
こ
の
憲

法
第
三
章
で
保
障
す
る
国
民
の
権
利
が
問
題
と
な
っ
て
ゐ
る
事
件
の
対
審

は
、
常
に
こ
れ
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章
財
政

第
八
十
三
条
国
の
財
政
を
処
理
す
る
権
限
は
、
国
会
の
議
決
に
基
い
て
、
こ

れ
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
四
条
あ
ら
た
に
租
税
を
課
し
、
又
は
現
行
の
租
税
を
変
更
す
る
に

は
、
法
律
又
は
法
律
の
定
め
る
条
件
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

第
八
十
五
条
国
費
を
支
出
し
、
又
は
国
が
債
務
を
負
担
す
る
に
は
、
国
会
の

議
決
に
基
く
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

第
八
十
条
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
最
高
裁
判
所
の
指
名
し
た
者
の
名
簿

こ
の
報
酬
は
、
在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

く

第
八
十
六
条
内
閣
は
、
毎
会
計
年
度
の
予
算
を
作
成
し
、
国
会
に
提
出
し

て
、
そ
の
審
議
を
受
け
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
七
条
予
見
し
難
い
予
算
の
不
足
に
充
て
る
た
め
、
国
会
の
議
決
に
基

い
て
予
備
費
を
設
け
、
内
閣
の
責
任
で
こ
れ
を
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
す
べ
て
予
備
費
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
内
閣
は
、
事
後
に
国
会
の
承
諾
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
八
条
す
べ
て
皇
室
財
産
は
、
国
に
属
す
る
。
す
べ
て
皇
室
の
費
用

は
、
予
算
に
計
上
し
て
国
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
九
条
公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
団
体

の
使
用
、
便
益
若
し
く
は
維
持
の
た
め
、
又
は
公
の
支
配
に
属
し
な
い
慈

善
、
教
育
若
し
く
は
博
愛
の
事
業
に
対
し
、
こ
れ
を
支
出
し
、
又
は
そ
の
利

用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
十
条
国
の
収
入
支
出
の
決
算
は
、
す
べ
て
毎
年
会
計
検
査
院
が
こ
れ
を

検
査
し
、
内
閣
は
、
次
の
年
度
に
、
そ
の
検
査
報
告
と
と
も
に
、
こ
れ
を
国

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
会
計
検
査
院
の
組
織
及
び
権
限
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
九
十
一
条
内
閣
は
、
国
会
及
び
国
民
に
対
し
、
定
期
に
、
少
く
と
も
毎
年

一
回
、
国
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
章
地
方
自
治

第
九
十
二
条
地
方
公
共
団
体
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
地
方
自

治
の
本
旨
に
基
い
て
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
九
十
三
条
地
方
公
共
団
体
に
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

議
事
機
関
と
し
て
議
会
を
設
置
す
る
。

く
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’
第
一
条

（
昭
和
二
十
三
年
七
月
十
日
）

（
法
律
第
百
二
十
一
号
）

第
二
回
通
常
国
会

芦
田
内
閣

改
正
昭
和
二
四
年
五
月
三
一
日
法
律
第
一
三
三
号

同
二
四
年
一
二
月
一
二
日
同
第
二
五
二
号

同
二
五
年
三
月
七
日
同
第
四
号

同
三
一
年
三
月
二
三
日
同
第
一
二
号

同
三
一
年
三
月
二
四
日
同
第
二
七
号

同
三
六
年
六
月
一
七
日
同
第
一
四
五
号

同
三
九
年
六
月
一
九
日
同
第
二
○
号

‐
同
五
八
年
二
月
二
八
日
同
第
六
五
号

平
成
二
年
七
月
一
六
日
同
第
一
○
二
号

同
一
六
年
四
月
一
四
日
同
第
二
九
号

日
本
学
術
会
議
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

・
日
本
学
術
会
議
法

日
本
学
術
会
議
は
、
科
学
が
文
化
国
家
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
確
信
に
立
っ

て
、
科
学
者
の
総
意
の
下
に
、
わ
が
国
の
平
和
的
復
興
、
人
類
社
会
の
福
祉
に

貢
献
し
、
世
界
の
学
界
と
提
携
し
て
学
術
の
進
歩
に
寄
与
す
る
こ
と
を
使
命
と

し
、
こ
こ
に
設
立
さ
れ
る
。

第
一
章
設
立
及
び
目
的

○
日
本
学
術
会
議
法

こ
の
法
律
に
よ
り
日
本
学
術
会
議
を
設
立
し
、
こ
の
法
律
を
日
本
学

で

〉
〕

’四
そ
の
他
日
本
学
術
会
議
に
諮
問
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
事
項

第
五
条 ’

第
三
条

Ｉ
第
四
条
政
府
は
、
左
の
事
項
に
つ
い
て
、
日
本
学
術
会
議
に
諮
問
す
る
こ
と

213

三’’
た
め
に
政
府
の
支
咄
Ｔ
す
る
交
付
金
、
補
助
金
等
の
予
算
及
び
そ
の
配
分

ｌが
で
き
る
。

二
科
学
に
関
す
る
研
究
の
連
絡
を
図
り
、

‐
ン
」
◎

が
で
き
る
。

二
政
府
所
管
の
研
究
所
、
試
験
所
及
び
委
託
研
究
費
等
に
関
す
る
予
算
編

一’ を
反
映
浸
透
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
章
職
務
及
び
権
限

と
し
天
科
学
の
向
上
発
達
を
図
り
、
行
政
、
産
業
及
び
国
民
生
活
に
科
学

術
会
議
法
と
称
す
る
。

一
科
学
の
振
興
及
び
技
術
の
発
達
に
関
す
る
方
策

一
科
学
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
し
、
そ
の
実
現
を
図
る
こ
と
。

成
の
方
針

日
本
学
術
会
議
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
所
轄
と
す
る
。

日
本
学
術
会
議
に
関
す
る
経
費
は
、
国
庫
の
負
担
と
す
る
。

（
平
二
法
一
○
二
・
平
一
六
法
二
九
・
一
部
改
正
）

特
に
専
門
科
学
者
の
検
討
を
要
す
る
重
要
施
策

科
学
に
関
す
る
研
究
、
試
験
等
の
助
成
、
そ
の
他
科
学
の
振
興
を
図
る

日 日
本
学
術
会
議
は
、
独
立
し
て
左
の
職
務
を
行
う
。

学
術
会
議
は
、
左
の
事
項
に
つ
Ｖ
て
、
Ⅵ
秤
に
訓
る
こ
と

〈

／

そ
の
能
率
を
向
上
さ
せ
る
こ
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Ｉ
第
七
条

41 31 215 第
六
条
政
府
は
、
日
本
学
術
会
議
の
求
に
応
じ
て
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の

開
陳
又
は
説
明
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
の
二
日
本
学
術
会
議
は
、
第
三
条
第
二
号
の
職
務
を
達
成
す
る
た

め
、
学
術
に
関
す
る
国
際
団
体
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
学
術
に
関
す
る
国
際
団
体
に
加
入
す
る
場
合
に
お
い

て
、
政
府
が
新
た
に
義
務
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
経
る
も
の
と
す
る
。

（
昭
三
一
法
二
一
・
追
加
、
平
二
法
一
○
二
・
平
一
六
法
二
九
・

一
部
改
正
）

第
三
章
組
織

司司四|ゴー’員
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
組
織
す
る
。

補
欠
の
会
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

会
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
会
員
は
、

一
回
に
限
り
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

会
員
の
任
期
は
、
六
年
と
し
、
三
年
ご
と
に
、
そ
の
半
数
を
任
命
す
る
。

会
員
は
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
推
薦
に
基
づ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣

科
学
を
行
政
に
反
映
さ
せ
る
方
策

そ
の
他
日
本
学
術
会
議
の
目
的
の
、
疋
行
に
適
当
な
事
項

科
学
を
“
函
言
及
、
国

に
涙
溶

策

科
学
に
関
す
る
研
究
成
果
の
活
用
に
関
す
る
方
策

科
学
研
・
・
『
“
ｒ
陸
為

日
本
学
術
会
議
は
、
二
百
十
人
の
日
本
澤
休
会
一
一
詑
云
い
ン
云

ぐ

６
会
員
は
、
年
齢
七
十
年
に
達
し
た
時
に
退
職
す
る
。

７
会
員
に
は
、
別
に
定
め
る
手
当
を
支
給
す
る
。

８
会
員
は
、
国
会
議
員
を
兼
ね
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
昭
二
四
法
二
五
二
・
昭
二
五
法
四
・
昭
五
八
法
六
五
・
平
一
六
法

二
九
・
一
部
改
正
）

第
八
条
日
本
学
術
会
議
に
、
会
長
一
人
及
び
副
会
長
三
人
を
置
く
。

２
会
長
は
、
会
員
の
互
選
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
定
め
る
。

３
副
会
長
は
、
会
員
の
う
ち
か
ら
、
総
会
の
同
意
を
得
て
、
会
長
が
指
名
す

う
（
）
◎

４
会
長
の
任
期
は
、
三
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
選
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

プ
（
》
○

５
副
会
長
の
任
期
は
、
三
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。

６
補
欠
の
会
長
又
は
副
会
長
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

（
平
一
六
法
二
九
・
一
部
改
正
）

第
九
条
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
日
本
学
術
会
議
を
代
表
す
る
。

２
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
会
長
の
指

名
に
よ
り
、
い
ず
れ
か
の
一
人
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

第
十
条
日
本
学
術
会
議
に
、
次
の
三
部
を
置
く
。

第
一
部

第
二
部

第
三
部
（
平
一
六
法
二
九
・
全
改
）

く
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第
十
一
条
第
一
部
は
、
人
文
科
学
を
中
心
と
す
る
科
学
の
分
野
に
お
い
て
優

れ
た
研
究
又
は
業
績
が
あ
る
会
員
を
も
っ
て
組
織
し
、
前
章
の
規
定
に
よ
る

日
本
学
術
会
議
の
職
務
及
び
権
限
の
う
ち
当
該
分
野
に
関
す
る
事
項
を
つ
か

さ
渉
苛
る
。

２
第
二
部
は
、
生
命
科
学
を
中
心
と
す
る
科
学
の
分
野
に
お
い
て
優
れ
た
研

究
又
は
業
績
が
あ
る
会
員
を
も
っ
て
組
織
し
、
前
章
の
規
定
に
よ
る
日
本
学

術
会
議
の
職
務
及
び
権
限
の
う
ち
当
該
分
野
に
関
す
る
事
項
を
つ
か
さ
ど

う
（
》
。

３
第
三
部
は
、
理
学
及
び
工
学
を
中
心
と
す
る
科
学
の
分
野
に
お
い
て
優
れ

た
研
究
又
は
業
績
が
あ
る
会
員
を
も
っ
て
組
織
し
、
前
章
の
規
定
に
よ
る
日

本
学
術
会
議
の
職
務
及
び
権
限
の
う
ち
当
該
分
野
に
関
す
る
事
項
を
つ
か
さ

ど
る
。

４
会
員
は
、
前
条
に
掲
げ
る
部
の
い
ず
れ
か
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

（
昭
五
八
法
六
五
・
平
一
六
法
二
九
・
一
部
改
正
）

第
十
二
条
各
部
に
、
部
長
ゞ
一
人
、
副
部
長
一
人
及
び
幹
事
二
人
を
置
く
。

２
部
長
は
、
そ
の
部
に
属
す
る
会
員
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。

３
副
部
長
及
び
幹
事
は
、
そ
の
部
に
属
す
る
会
員
の
う
ち
か
ら
、
部
会
の
同

意
を
得
て
、
部
長
が
指
名
す
る
。

４
．
第
八
条
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
部
長
に
つ
い
て
、
同
条
第
五
項
及

び
第
六
項
の
規
定
は
副
部
長
及
び
幹
事
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
平
一
六
法
二
九
・
全
改
）

第
十
三
条
部
長
は
、
部
務
を
掌
理
す
る
。

２
副
部
長
は
、
部
長
を
補
佐
し
、
部
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務

ぐ

連
携
会
員
（
以
下
「
連
携
会
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２
連
携
会
員
は
、
優
れ
た
研
究
又
は
業
績
が
あ
る
科
学
者
の
う
ち
か
ら
会
長

が
任
命
す
る
。

３
連
携
会
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

４
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
連
携
会
員
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政

令
で
定
め
る
。
（
平
一
六
法
二
九
・
全
改
）

第
十
五
条
の
二
日
本
学
術
会
議
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
員

又
は
連
携
会
員
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
る
常
置
又
は
臨
時
の
委
員
会
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
。

’
第
十
五
条

を
代
理
す
る
。

３
幹
事
は
、
部
長
の
命
を
受
け
、
部
務
に
従
事
す
る
。

第
十
四
条
日
本
学
術
会
議
に
、
そ
の
運
営
に
関
す
る
事
項
を
審
議
さ
せ
る
た

め
、
幹
事
会
を
置
く
。

２
幹
事
会
は
、
会
長
、
副
会
長
、
部
長
、
副
部
長
及
び
幹
事
を
も
っ
て
組
織

３
日
本
学
術
会
議
は
、
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
規
則
（
以
下
こ
の
章
及

び
次
章
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
章

の
規
定
に
よ
る
日
本
学
術
会
議
の
職
務
及
び
権
限
の
一
部
を
幹
事
会
に
委
任

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
昭
五
八
法
六
五
・
平
一
六
法
二
九
・
一
部
改
正
）

よ
り
第
三
条
に
規
定
す
る
職
務
の
一
部
を
行
わ
せ
る
た
め
、
日
本
学
術
会
議

す
る
。

く
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（
平
一
六
法
二
九
・
全
改
）

第
十
八
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
削
除

（
平
一
六
法
二
九
）

第
五
章
会
議

第
二
十
三
条
日
本
学
術
会
議
の
会
議
は
、
総
会
、
部
会
及
び
連
合
部
会
と
す

テ
（
）
◎

２
総
会
は
、
日
本
学
術
会
議
の
最
高
議
決
機
関
と
し
、
年
二
回
会
長
が
こ
れ

を
招
集
す
る
。
但
し
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
に
こ
れ
を
招
集
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

Ｉ
第
十
七
条

（
昭
五
八
法
六
五
・
追
加
、
平
一
六
法
二
九
・
一
部
改
正
）

第
十
六
条
日
本
学
術
会
議
に
、
事
務
局
を
置
き
、
日
本
学
術
会
議
に
関
す
る

事
務
を
処
理
さ
せ
る
。

２
事
務
局
に
、
局
長
そ
の
他
所
要
の
職
員
を
置
く
。

３
前
項
の
職
員
の
任
免
は
、
会
長
の
申
出
を
考
慮
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
行

ア
ハ
，
〆
Ｏ

（
昭
二
四
法
一
三
三
・
昭
三
一
法
二
一
・
平
二
法
一
○
二
・
平
一

六
法
二
九
・
一
部
改
正
）

第
四
章
会
員
の
推
薦

（
昭
五
八
法
六
五
・
全
改
）

豆’ 究
又
は
業
績
が
あ
る
科
学
者
の
う
ち
か
ら
会
員
の
候
補
者
を
選
考
し
、
内
閣

日
本
学
術
会
議
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
優
れ
た
研

］
ｎ
Ｗ
■
ロ
ロ
－
１
『
ｊ
ノ

く

こ
と
が
で
き
る
。

（
昭
五
八
法
六
五
・
全
改
、
平
一
六
法
二
九
・
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条
削
除

（
昭
五
八
法
六
五
）

第
二
十
八
条
会
長
は
、
総
会
の
議
決
を
経
て
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
事
項
そ

第
二
十
六
条
内
閣
総
理
大
臣
は
、
会
員
に
会
員
と
し
て
不
適
当
な
行
為
が
あ

３
部
会
は
、
各
部
に
関
す
る
事
項
を
審
議
し
、
部
長
が
こ
れ
を
招
集
す
る
。

４
連
合
部
会
は
、
二
以
上
の
部
門
に
関
連
す
る
事
項
を
審
議
し
、
関
係
す
る

部
の
部
長
が
、
共
同
し
て
こ
れ
を
招
集
す
る
。

（
昭
五
八
法
六
五
・
旧
第
二
十
二
条
繰
下
）

第
一
一
十
四
条
総
会
は
、
会
員
の
二
分
の
一
以
上
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ

を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
総
会
の
議
決
は
、
出
席
会
員
の
多
数
決
に
よ
る
。

３
部
会
及
び
連
合
部
会
の
会
議
に
つ
い
て
は
、
揃
二
項
の
規
定
を
準
用
す

る
。

（
昭
五
八
法
六
五
・
旧
第
二
十
三
条
繰
下
）

第
六
章
雑
則

（
昭
五
八
法
六
五
・
旧
第
七
章
繰
上
）

第
二
十
五
条
内
閣
総
理
大
臣
は
、
会
員
か
ら
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

由
に
よ
る
辞
職
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
日
本
学
術
会
議
の
同
意
を
得

て
、
そ
の
辞
職
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
昭
五
八
法
六
五
・
全
改
）

る
と
き
は
、
日
本
学
術
会
議
の
申
出
に
基
づ
き
、
当
該
会
員
を
退
職
さ
せ
る

〈
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Ｉ
第
二
条
会
長
は
、
連
携
会
員
か
ら
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る

’
第
三
条
会
長
は
、
連
携
会
員
に
連
携
会
員
と
し
て
不
適
当
な
行
為
が
あ
る
と

’
第
一
条

○
日
本
学
術
会
議
法
施
行
令
・
（
平
成
十
七
年
九
月
十
六
日
）

（
政
令
第
二
百
九
十
九
号
）

日
本
学
術
会
議
法
施
行
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

日
本
学
術
会
議
法
施
行
令

内
閣
は
、
日
本
学
術
会
議
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
・
一
号
）
第
十

五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
学
術
会
議
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
九
年

政
令
第
百
六
十
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２
連
携
会
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
雑
則
）

き
は
、
日
本
学
術
会
議
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
規
則
（
以
下
単
に

辞
職
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
辞
職
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

わ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
場
合
に
は
、
六
年
未
満
の
任
期
を
定
め
て
任
命

期
は
、
六
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
定
の
期
間
内
に
限
っ
て
そ
の
職
務
を
行

「
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
連
携
会
員
を
退
職

（
連
携
会
員
の
退
職
）

（
連
携
会
員
の
辞
職
）

（
連
携
会
員
の
任
期
等
）

日
本
学
術
会
議
連
携
会
員
（
以
下
「
連
携
会
員
」
と
い
う
。
）
の
任

ぐ

第
四
条
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
連
携
会
員
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
規
則
で
定
め
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
日
本
学
術
会
議
会
員
候
補
者
選
考
委
員
会
令
の
廃
止
）

２
日
本
学
術
会
議
会
員
候
補
者
選
考
委
員
会
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六

十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

〈
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（
平
成
十
七
年
十
月
二
十
四
日
）

（
日
本
学
術
会
議
規
則
第
三
号
）

改
正
平
成
一
八
年
二
月
二
八
日
日
本
学
術
会
議
規
則
第
一
号

同
一
八
年
五
月
八
日
同
第
二
号

同
二
○
年
五
月
七
日
同
第
一
号

同
二
三
年
七
月
二
八
日
同
第
一
号

同
二
五
年
一
○
月
二
八
日
同
第
一
号

同
二
八
年
五
月
一
八
日
同
第
一
号

日
本
学
術
会
議
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
日
本
学
術
会
議
会
則
（
昭
和
二
十
四
年
日
本
学
術
会
議
規
則

第
一
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

日
本
学
術
会
議
会
則

目
次第
一
章
総
則
（
第
一
条
）

第
二
章
職
務
（
第
二
条
、
第
三
条
）

第
三
章
組
織
（
第
四
条
’
第
六
条
）

第
四
章
会
員
及
び
連
携
会
員
の
選
考
等
（
第
七
条
’
第
十
五
条
）

第
五
章
会
議
（
第
十
六
条
）

第
六
章
総
会
（
第
干
七
条
’
第
十
九
条
）

第
七
章
部
会
（
第
二
十
条
’
第
二
十
二
条
）

第
八
章
幹
事
会
（
第
二
十
三
条
’
第
二
十
六
条
）

第
九
章
委
員
会
（
第
二
十
七
条
’
第
三
十
二
条
）

○
日
本
学
術
会
議
会
則

r
も

’
第
二
条

第
十
章
地
区
会
議
（
第
三
十
三
条
）

第
十
一
章
若
手
ア
カ
デ
ミ
ー
（
第
三
十
四
条
）

第
十
二
章
栄
誉
会
員
（
第
三
十
五
条
）

第
十
三
章
日
本
学
術
会
議
協
力
学
術
研
究
団
体
（
第
三
十
六
条
）

第
十
四
章
雑
則
（
第
三
十
七
条
’
第
三
十
九
条
）

附
則

第
一
章
総
則

（
総
則
）

第
一
条
日
本
学
術
会
議
（
以
下
「
学
術
会
議
」
と
い
う
。
）
の
運
営
に
関
す

る
事
項
は
、
こ
の
会
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
章
職
務

と
し
、
そ
の
表
出
主
体
及
び
定
義
は
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

一
要
望

’
’

二
声
明

三
提
言

四
報
告

’
’
五
回
答
（
平
二
○
日
学
会
規
一
・
一
部
改
正
）

（
国
際
活
動
）

法
第
三
条
第
一
号
の
職
務
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
意
思
の
表
出
を
す
る
こ
と

条
に
定
め
る
諮
問
に
対
す
る
答
申
及
び
法
第
五
条
に
定
め
る
勧
告
の
ほ
か
、

（
意
思
の
表
出
）

学
術
会
議
は
、
日
本
学
術
会
議
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四

く
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第
三
条
学
術
会
議
は
、
法
第
六
条
の
二
に
定
め
る
国
際
団
体
へ
の
加
入
の
ほ

か
、
法
第
三
条
第
二
号
の
職
務
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
国
際
活
動
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

一
学
術
に
関
す
る
国
際
会
議
等
へ
の
代
表
の
派
遣

二
学
術
に
関
す
る
国
際
会
議
の
主
催
及
び
後
援

三
二
国
間
学
術
交
流

四
ア
ジ
ア
学
術
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

五
そ
の
他
会
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

２
国
際
活
動
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
幹
事
会
が
定
め
る
。

第
三
章
組
織

（
会
長
の
互
選
等
）

第
四
条
法
第
八
条
第
二
項
の
会
長
の
互
選
は
、
他
の
案
件
に
先
立
っ
て
総
会

で
行
う
も
の
と
す
る
。

２
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
会
長
の
互
選
に
関
す
る
事
項
は
、
総
会

が
定
め
る
。

（
副
会
長
の
職
務
）

第
五
条
副
会
長
は
、
会
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

つ
か
さ
ど
る
。

一
学
術
会
議
の
組
織
運
営
及
び
科
学
者
間
の
連
携
に
関
す
る
こ
と
。

二
学
術
会
議
と
政
府
、
社
会
及
び
国
民
等
と
の
関
係
に
関
す
る
こ
と
。

三
学
術
会
議
の
国
際
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

（
部
へ
の
所
属
）

第
六
条
法
第
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
会
員
の
部
へ
の
所
属
は
、
会
員
か

く

31

Ｉ
第
八
条

21る
も
の
と
す
る
。

４
幹
事
会
は
、
第
二
項
の
連
携
会
員
の
候
補
者
の
名
簿
に
基
づ
き
、
連
携
会

ら
の
申
出
に
基
づ
き
総
会
が
定
め
る
。

第
四
章
会
員
及
び
連
携
会
員
の
選
考
等

（
連
携
会
員
の
任
期
の
例
外
）

第
七
条
日
本
学
術
会
議
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
九
十
九
号
、

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
国

際
業
務
又
は
委
員
会
の
特
定
の
専
門
的
事
項
の
審
議
に
参
画
す
る
た
め
三
年

以
下
の
必
要
な
期
間
を
定
め
て
日
本
学
術
会
議
連
携
会
員
（
以
下
「
連
携
会

員
」
と
い
う
。
）
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
令
第
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基

づ
き
、
学
術
会
議
の
活
動
に
参
画
さ
せ
る
た
め
、
必
要
な
期
間
を
定
め
て
連

携
会
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
平
一
八
日
学
会
規
一
・
一
部
改
正
）

得
て
、
会
員
の
候
補
者
を
内
閣
総
理
大
臣
に
推
薦
す
る
こ
と
を
会
長
に
求
め

連
携
会
員
の
候
補
者
の
名
簿
を
作
成
し
、
幹
事
会
に
提
出
す
る
。

事
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
員
及
び
連
携
会
員
の
候
補
者
を
、
別
に

総
会
が
定
め
る
委
員
会
に
推
薦
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
幹

（
会
員
及
び
連
携
会
員
の
選
考
の
手
続
）

幹
事
会
は
、
前
項
の
会
員
の
候
補
者
の
名
簿
に
基
づ
き
、
総
会
の
承
認
を

前
項
の
委
員
会
は
、
前
項
の
推
薦
そ
の
他
の
情
報
に
基
づ
き
、
会
員
及
び

会
員
及
び
連
携
会
員
（
前
条
第
一
項
に
基
づ
き
任
命
さ
れ
た
連
携
会

〔
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１
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ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｌ
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Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

１

１
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１

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ
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！

第

九

条

幹

事

会

は

、

会

員

か

ら

辞

職

の

申

出

が

あ

っ

た

と

き

は

、

法

第

二

十

議
決
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
に
お
い
て
、
幹
事
会
は
、
別
に
総
会
が
定
め
る
委
員
会
の
意
見
を
聴

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
項
に
お
い
て
、
前
項
の
委
員
会
は
、
当
該
会
員
に
弁
明
の
機
会
を
与
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
っ
て
同
意
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
、
幹
事
会
は
、
議
決
の
後
に
開
催
さ
れ
る
最
初
の

総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
幹
事
会
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
同
意
を
得
る
に
当
た
り
、
別
に
総
会
が

定
め
る
委
員
会
の
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
会
員
の
退
職
）

員
の
候
補
者
を
決
定
し
、
そ
の
任
命
を
会
長
に
求
め
る
も
の
と
す
る
。

５
幹
事
会
は
、
前
条
第
一
項
に
基
づ
き
任
命
さ
れ
る
連
携
会
員
の
候
補
者
を

決
定
し
、
そ
の
任
命
を
会
長
に
求
め
る
も
の
と
す
る
。

６
そ
の
他
選
考
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
幹
事
会
が
定
め
る
。

（
平
一
八
日
学
会
規
一
・
一
部
改
正
）

（
会
員
の
辞
職
）

と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
申
出
を
す
る
こ
と
に
つ
き
、
総
会
に

待
つ
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
幹
事
会
の
議
決
を

五
条
に
定
め
る
同
意
を
得
る
こ
と
に
つ
き
、
総
会
に
議
決
を
求
め
な
け
れ
ば

幹
事
会
は
、
会
員
に
会
員
と
し
て
不
適
当
な
行
為
が
あ
る
と
認
め
る

］
員
広
一
罫
闇
”
α
ヰ

く

’
第
十
四
条 ’

第
十
三
条

（
連
携
会
員
の
補
欠
の
者
の
任
期
）

第
十
一
条
連
携
会
員
の
補
欠
の
者
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す

る
。（
連
携
会
員
の
再
任
）

第
十
二
条
連
携
会
員
の
再
任
の
回
数
は
、
二
回
を
限
度
と
す
る
。
た
だ
し
、

任
命
の
時
点
で
七
十
歳
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
任
期
限
り
と
す
る
。

２
前
項
の
再
任
の
回
数
に
は
、
会
員
に
任
命
さ
れ
た
場
合
を
連
携
会
員
と
し

て
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
れ
に
含
め
る
。

３
第
一
項
の
規
定
は
、
第
七
条
第
一
項
に
基
づ
き
任
命
さ
れ
た
連
携
会
員
に

は
適
用
し
な
い
。

こ
と
を
、
会
長
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
に
お
い
て
、
幹
事
会
は
、
第
十
条
第
二
項
の
委
員
会
の
意
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
：
前
項
に
お
い
て
、
第
十
条
第
二
項
の
委
員
会
は
、
当
該
連
携
会
員
に
弁
明

の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

認
に
つ
い
て
、
幹
事
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
幹
事
会
は
、
前
項
の
同
意
を
す
る
に
当
た
り
、
第
九
条
第
三
項
の
委
員
会

の
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
と
認
め
る
と
き
は
、
令
第
三
条
に
基
づ
き
当
該
連
携
会
員
を
退
職
さ
せ
る

（
連
携
会
員
の
退
職
）

（
連
携
会
員
の
辞
職
）

幹
事
会
は
、
連
携
会
員
に
連
携
会
員
と
し
て
不
適
当
な
行
為
が
あ

弟
二
条
の
辞
溜
め
申
仕
が
方

く

巳
△
垂
匡
医
但
に
ｚ
」
７

、
､

ノ
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第
二
条
令
第
一
条
の
連
携
会
員
の
う
ち
、
平
成
十
七
年
十
月
四
日
か
ら
平
成

十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
任
命
さ
れ
る
者
の
任
期
の
終
期
は
、
平
成
二
十

三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
で
会
長
が
指
定
す
る
。

２
前
項
の
連
携
会
員
の
う
ち
、
半
数
の
者
の
任
期
は
、
平
成
二
十
年
九
月
三

十
日
ま
で
と
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
平
一
八
日
学
会
規
二
・
一
部
改
正
）

第
三
条
会
長
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
委
員
会
又
は

地
区
会
議
の
活
動
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
、
第
八
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
八
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
必
要
な
期
間
を
定

め
、
連
携
会
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
に
基
づ
き
任
命
さ
れ
た
連
携
会
員
は
、
第
八
条
第
一
項
の
推
薦
を
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

３
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
に
基
づ
き
任
命
さ
れ
た
連
携
会
員

に
は
適
用
し
な
い
。

附
則
（
平
成
一
八
年
一
一
月
二
八
日
日
本
学
術
会
議
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
一
八
年
五
月
八
日
日
本
学
術
会
議
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
○
年
五
月
七
日
日
本
学
術
会
議
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
三
年
七
月
二
八
日
日
本
学
術
会
議
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
五
年
一
○
月
二
八
日
日
本
学
術
会
議
規
則
第
一

く

〆
‐
１
９
１
‐
、
ｂ

別
表
（
第
二
条
関
係
）

（
平
二
○
日
学
会
規
一
・
全
改
、
平
二
五
日
学
会
規
一
・
一
部
改

正
）

号
）

こ
の
規
則
は
、

附
則

こ
の
規
則
は
、

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
二
八
年
五
月
一
八
日
日
本
学
術
会
議
規
則
第
一
号
）

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

く
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告報 言提 明声 望要 類種

部
、
委
員

会
、
分
科
今
云

部
、
委
員

会
、
分
科
会

又
は
若
手
ア

カ
デ
ミ
ー

学
術
会
議

学
術
会
議

表
出
主
体

法
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
、

部
、
委
員
会
、
分
科
会
又
は
若
手
ア
カ
デ
ミ

法
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
、

部
、
委
員
会
、
分
科
会
又
は
若
手
ア
カ
デ
ミ

ー
が
実
現
を
望
む
意
見
等
を
発
表
す
る
こ

と
0

法
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
、
学

術
会
議
が
そ
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
特

に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
事
項
に
つ
い
て
、
意

見
等
を
発
表
す
る
こ
と
。

法
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
、
学

術
会
議
が
政
府
及
び
関
係
機
関
等
に
実
現
を

望
む
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
。

定
義
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〆
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、
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／
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答回

学
術
会
議

又
は
若
手
ア

カ
デ
ミ
ー

■

●

関
係
機
関
か
ら
の
審
議
依
頼
（
法
第
四
条
の

諮
問
を
除
く
。
）
事
項
に
対
し
、
学
術
会
議

が
回
答
す
る
こ
と
。

－
が
審
議
の
結
果
を
発
表
す
る
こ
と
。



●日本学術会議細貝リ

[舌墨絵墨蝿象呈）
13日日本学術会議第147回総会決定

11日日本学術会議第148回総会決定

3日日本学術会議第149回総会決定

10日日本学術会議第150回総会決定

8日日本学術会議第152回総会決定

1日日本学術会議第154回総会決定

19日日本学術会議第156回総会決定

11日日本学術会議第167回総会決定

14日日本学術会議第171回総会決定

１

１
１

年
年
年
年
年
年
年
年
年

８
８
８
９
０
０
１
６
８

１
１
１
１
２
２
２
２
２

成
成
成
成
成
成
成
成
成

平
平
平
平
平
平
平
平
平

正改 月
月
月
月
月
月
月
月
月

２
４
０
４
４
０
０
７
４

ぐ

日本学術会議細則を、次のとおり定める。

日本学術会議細貝ll

第1章総則

（総則）

第1条日本学術会議（以下「学術会議」 という。 ）の運営に関する事項は、 日本学術会

議会則（平成17年日本学術会議規則第3号、以下「会則」 という。 ）に定めるもの及

び会則において幹事会で定める事項とされているもののほか、 この細則の定めるところ

による。

＜‐ 第2章 会長

（会長の互選）

第2条事務局長は、会長の互選のための資料として、互選が行われる総会時における会

員（送付時には候補者である者を含む。以下本条において同じ。 ）に対し、総会に先立

ち、次の資料を送付する。

（1） 互選が行われる総会時における会員の名簿（略歴等を含む。以下本条において「名

簿」 という。 ）

（2） その他幹事会が必要と認める資料

2会長の互選は、総会に出席した会員の投票により行う。この場合の投票の方法は、次
のとおりとする。

（1） 会員は、前項の規定により送付された名簿に掲載された者のうち1人に投票する。

この投票は、単記無記名による。

（2） 投票者数の過半数の票を得た者を会長の候補者とする。

－16－



することができる。

4提出者は､前項の助言に基づき、必要に応じ議案を修正の上､議案を会長に提出する。

5会長は、提出された議案を総会に付議する。幹事会の意見のうち、議案に反映されな

いものについては、会長が総会において当該意見を述べるものとする。

6総会において2人以上の会員により議案の修正提案が行われた場合は、会長は、必要

に応じ総会の休憩を求め、幹事会又は関係する部若しくは委員会の意見を聴くことがで

きる。

（報告の手続）

第6条総会に報告する案件を有する会員又は連携会員(本条において｢報告者」という。）

は、原則として総会開催の7日以前に開催される幹事会で報告することとする。

2報告者は、幹事会で報告した後、総会で報告することとする。
（提出資料の様式）

第フ条議案及び報告のための提出資料の様式は、別表第1のとおりとする。
（定足数）

第B条法第24条第1項の規定の適用については、海外出張者を除外する。この場合の

海外出張者とは、その職務に関連して会長から出張命令を受けた者をいい、除外する期
間は、当該出張命令を受けた期間に限る。

（公開の手続）

第9条議長は、総会を開催する場合は、開催日時、開催場所、傍聴可能人数につき、事
前に適当な手段をもって周知することとする。

2総会の傍聴可能人数は、議長が定める。

ぐ

●

第4章委員会

一昔の 三‘△-の設置

第10条

幹事会が定める。

2分野別委員会は、別表第3に掲げるものを設置することとし、調査及び審議すべき事
項並びに運営に関する事項は、幹事会が定める。

く

附則

（施行期日）

第1条この決定は、決定の日から施行する。

（関係する決定の廃止）

第2条日本学術会議の運営の細則に関する内規（昭和61年総会決定） 、 日本学術会議
の行う国際学術交流事業の実施に関する内規（昭和62年総会決定） 、 日本学術会議の

行う国際学術交流事業について（申合せ） （昭和62年総会決定）及び副会長世話担当

研究連絡委員会の運営について（申合せ） （平成3年総会決定）は、廃止する。

附則（平成18年2月13日日本学術会議第147回総会決定）
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別表第2 （第10条関係) ('50総･ 167総･ 171総･一部改正）

く

氏

-18－

委員会名 委員長 職務

選考委員会 会長 会員及び連携会員の選考（会則第8条）

科学者委員会 会則第5条第1

号に規定する職

務を行う副会長

~い

科学者の在り方、人権及び自由交流に関

すること、科学における男女共同参画に
関すること、会員及び連携会員の辞職（

会則第9条第3項、同第13条第2項）

、 会員及び連携会員の退職（会則第10

条第2項、同第14条第2項） 、地区会

議に関すること、 日本学術会議協力学術

研究団体に関すること、その他科学者間

の連携に関すること

科学と社会委員会 会則第5条第2

号に規定する職

務を行う副会長

勧告、要望及び声明の内容等の検討（幹

事会決定事項） 、総合科学技術・イノベ

ーション会議との連携に資するための審

議課題の検討、国民の科学に対する理解

の増進、その他学術会議と政府、社会及

び国民等との関係に関すること

国際委員会 会則第5条第3

号に規定する職

務を行う副会長

学術会議における国際活動の調整、その

他学術会議の国際的対応に関すること



別表第s (第10条関係) (147総･ 149総･ 154総･ 156総･一部改正）

て

1

く ～

ｒ

尋

一

－19－

委員会名 委員会名 委員会名
今
云
巨
貝委学文●

壼
函

二
一
百

哲学委員会

心理学・教育学委員会

社会学委員会

史学委員会

地域研究委員会

法学委員会

政治学委員会

経済学委員会

経営学委員会

基礎生物学委員会

統合生物学委員会

農学委員会

食料科学委員会

基礎医学委員会

臨床医学委員会

健康・生活科学委員会

歯学委員会

薬学委員会

環境学委員会

数理科学委員会

物理学委員会

地球惑星科学委員会

情報学委員会

化学委員会

総合工学委員会

機械工学委員会

電気電子工学委員会

土木工学・建築学委員会

材料工学委員会



定
に
基
づ
き
、
日
本
学
術
会
議
会
員
候
補
者
（

を
定
め
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

１
１

附

日
本
学
術
会
議
会
員
候
補
者
の
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
推
薦
は
、
任
命
を
要
す

る
期
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
当
該
候
補
者
の
氏
名
及
び
当
該
候
補
者
が
補
欠

の
会
員
候
補
者
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
任
期
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ

畔
貝

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
十
七
年
九
月
一
旦

（
内
閣
府
令
第
九
十
三
号
）

日
本
学
術
会
議
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
十
七
条
の
規

に
基
づ
き
、
日
本
学
術
会
議
会
員
候
補
者
の
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
推
薦
手
続

る
内
閣
府
令

日
本
学
術
会
議
会
員
候
補
者
の
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
推
薦
手
続
を
定
め

○
日
本
学
術
会
議
会
員
候
補
者
の
内
閣
総
理
大
臣

へ
の
推
薦
手
続
を
定
め
る
内
閣
府
令

（
日
本
学
術
会
議
会
員
候
補
者
の
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
推
薦
手
続
を
定
め
る
内
閣
奇
令
）
一
／
一

て

く

画
○
一
国
、
つ
一
、
一
ｍ
面
“
叩
函
つ
恥
一
画

－20－



●補欠の会員の選考手続について

{懸瓢:蝋］
会員が任期の途中において定年、死亡、辞職又は免職により退任する場合、その後任

者となる者（以下「補欠の会員」 という。 ）の選考手続については、以下に定める要領

に従って行うものとする。ただし、補欠の会員の選任は、少なくとも補欠の会員となっ

た者が1回の通常総会に出席できるよう、任期末の前年の10月の総会以前の総会にお

いて補欠の会員候補者の承認を行うことが可能な場合に実施することができる。

1．幹事会は、前任者の所属部等を考慮して補欠の会員の候補者（以下「候補者」 とい

う。 ）の推薦を依頼する部を決定する。
く

2．会長は、幹事会の決定を受けて当該部に対し、候補者の推薦を依頼する。

旦一依頼を受けた部は、一般の連携会員の中から5人以内の

紙様式により選考委員会に推薦する。

夏数の候補者を選定し 別

◆

4．選考委員会は、前項の推薦に基づいて、順位を付して候補者の名簿を作成し、幹事

会に提出する。

5．幹事会は、前項の名簿に基づいて1人の候補者を選定し、総会の承認を得て、内閣

総理大臣に推薦することを会長に求める。

6．本申合せによる選考手続は、補欠の会員を選任する事由が発生した後遅滞なく開始

し、適時に総会の承認を得ることができるように行うものとする。

ただし、前任者の退任事由が定年である場合には、適時に総会の承認を得ることが

できるようにするため、前任者の定年に達する日に先立ち手続を開始することができ

る。

く

附則

この決定は、決定の日から施行する。

附則（平成19年12月20日日本学術会議第48回幹事会決定）

この決定は、決定の日から施行する。

附貝リ （平成21年3月19日日本学術会議第73回幹事会決定）

この決定は、決定の日から施行する。
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附則（平成22年10月21日日本学術会議第109回幹事会決定）

この決定は、決定の日から施行する。

，附貝リ （平成23年3月17日

この決定は、決定の日から施行する。

日本学術会議第117回幹事会決定）

く ー

…

9

鯉
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○
国
家
公
務
員
法

改
正

同同同同同同同同同 同
二
五
年
四
月
三
日
同
第
九
五
号

同同同同同同同 昭
和
二
二
年
一
二
月
一
七
日
法
律
第
一
九
五
号

二
七
年
七
月
三
一
日
同
第
二
六
五
号

二
七
年
七
月
三
一
日
同
第
二
五
八
号

二
七
年
七
月
三
一
日
同

二
七
年

二
七
年

二
七
年
四
月
二
六
日
同
第
九
七
号

二
七
年

二
六
年
一
二
月
二
一
日
同
第
三
一
四
号

二
六
年

二
四
年

二
五
年

二
三
年
一
二
月
一
三
日
同
第
二
六
五
号

二
四
年
三
月
三
○
日
同
第
二
号

二
四
年
五
月
三
一
日
同
第
一
二
五
号

二
三
年
一
二
月
三
日
同
第
一
三
二
号

二
三
年
一
二
月
二
一
日
同
第
二
五
八
号

（
昭
和
二
十
二
年
十
月
二
十
一
日
）

六
月
二
一
日
同
第
二
○
七
号

六
月
一
○
日
同
第
一
七
四
号

三
月
三
一
日
同
第
四
一
号

三
月
三
○
日
同
第

↑
ハ
ロ
洞

三
月
三
一
日
同
第
四
九
号

く
一
日
同
第
一
七
四
号

（
法
律
第
百
二
十
号
）

第
一
回
特
別
国
会

第
二
五
二
号

片
山
内
閣

五
九
号

く １

同
四
一
年
六
月
二
八
日
同
第
八
九
号

同
四
○
年

同
四
○
年
五
月
一
八
日
同
第

同同同同同同同同同同 同
三
四
年
四
月
一
五
日
同
第
一
三
七
号

同同同同 同
三
一
年
六
月
二
日
同
第
一
四
○
号

同 同同同
三
一
年
三
月
一
七
日
同
第

三
八
年

三
九
年

三
七
年
九
月
一
五
日
同
第
一
六
一
号

三
七
年
五
月
一
六
日
同
第
一
四
○
号

三
七
年

三
七
年

三
七
年
四
月
一
六
日
同
第
七
七
号

三
五
年

三
五
年

三
四
年

三
三
年
四
月
二
五
日
同
第
八
六
号

三
三
年
四
月
二
四
日
同
第
七
八
号

一
一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

二
九
年

二
七
年
七
月
三
一
日
同
第
二
六
八
号

年年 年

一
ハ
ロ
洞

六
月
二
九
日
同
第
二
八
号

六
月
二
二
日
同
第
一
一
一
号

六
月
三
○
日
同
第
二
三
号

五
月
一
五
日
同
第
一
三
二
号

五
月
二
日
同
第
一
二
二
号

三
月
三
一
日
同
第

÷

ノ、

月
五
月
一
五
日
同
第
一
六
三
号

六
月
二
六
日
同
第
一
六
一
号

六
月
九
日
同
第
一
六
四
号

三
月
二
四
日
同
第

三
日
同
第
二
六
号

｜
日
同
第
一
五
八
号

六
九
号

三
○
号

二
七
号

一

一

一

号
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条
の
四
）

第
二
款
再
就
職
等
監
視
委
員
会
（
第
百
六
条
の
五
’
第
百
六
条
の
二

十
二
）

第
三
款
雑
則
（
第
百
六
条
の
二
十
三
’
第
百
六
条
の
二
十
七
）

第
九
節
退
職
年
金
制
度
（
第
百
七
条
・
第
百
八
条
）

第
十
節
職
員
団
体
（
第
百
八
条
の
二
’
第
百
八
条
の
七
）

第
四
章
罰
則
（
第
百
九
条
’
第
百
十
三
条
）

附
則
国
家
公
務
員
法

第
一
章
総
則

（
こ
の
法
律
の
目
的
及
び
効
力
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
国
家
公
務
員
た
る
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
べ
き
各
般

の
根
本
基
準
（
職
員
の
福
祉
及
び
利
益
を
保
護
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を

含
む
。
）
を
確
立
し
、
職
員
が
そ
の
職
務
の
遂
行
に
当
り
、
最
大
の
能
率
を

発
揮
し
得
る
よ
う
に
、
民
主
的
な
方
法
で
、
選
択
さ
れ
、
且
つ
、
指
導
さ
る

べ
き
こ
と
を
定
め
、
以
て
国
民
に
対
し
、
公
務
の
民
主
的
且
つ
能
率
的
な
運

営
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

②
こ
の
法
律
は
、
も
っ
ぱ
ら
日
本
国
憲
法
第
七
十
三
条
に
い
う
官
吏
に
関
す

る
事
務
を
掌
理
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

③
何
人
も
、
故
意
に
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
違
反

し
、
又
は
違
反
を
企
て
若
し
く
は
共
謀
し
て
は
な
ら
な
い
。
又
、
何
人
も
、

故
意
に
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
施
行
に
関
し
、
虚
偽

行
為
を
な
し
、
若
し
く
は
な
そ
う
と
企
て
、
又
は
そ
の
施
行
を
妨
げ
て
は
な

て

ら
な
い
。

④
こ
の
法
律
の
あ
る
規
定
が
、
効
力
を
失
い
、
又
は
そ
の
適
用
が
無
効
と
さ

れ
て
も
、
こ
の
法
律
の
他
の
規
定
又
は
他
の
関
係
に
お
け
る
適
用
は
、
そ
の

影
響
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
。

⑤
こ
の
法
律
の
規
定
が
、
従
前
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
く
法
令
と
矛
盾
し
又

は
て
い
触
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
が
、
優
先
す
る
。

（
昭
二
三
法
二
一
三
・
全
改
、
昭
四
○
法
六
九
・
一
部
改
正
）

二
般
職
及
び
特
別
職
）

第
二
条
国
家
公
務
員
の
職
は
、
こ
れ
を
一
般
職
と
特
別
職
と
に
分
つ
。

②
一
般
職
は
、
特
別
職
に
属
す
る
職
以
外
の
国
家
公
務
員
の
一
切
の
職
を
包

含
す
る
。

③
特
別
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
の
職
と
す
る
。

一
内
閣
総
理
大
臣

二
国
務
大
臣

三
人
事
官
及
び
検
査
官

四
内
閣
法
制
局
長
官

五
内
閣
官
房
副
長
官

五
の
二
内
閣
危
機
管
理
監
及
び
内
閣
情
報
通
信
政
策
監

五
の
三
国
家
安
全
保
障
局
長

五
の
四
内
閣
官
房
副
長
官
補
、
内
閣
広
報
官
及
び
内
閣
情
報
官

六
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官

七
副
大
臣

七
の
二
大
臣
政
務
官〈
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七
の
三
大
臣
補
佐
官

八
内
閣
総
理
大
臣
秘
書
官
及
び
国
務
大
臣
秘
書
官
並
び
に
特
別
職
た
る
機

関
の
長
の
秘
書
官
の
う
ち
人
事
院
規
則
で
指
定
す
る
も
の

九
就
任
に
つ
い
て
選
挙
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
し
、
あ
る
い
は
国
会
の
両

院
又
は
一
院
の
議
決
又
は
同
意
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
職
員

十
宮
内
庁
長
官
、
侍
従
長
、
東
宮
大
夫
、
式
部
官
長
及
び
侍
従
次
長
並
び

に
法
律
又
は
人
事
院
規
則
で
指
定
す
る
宮
内
庁
の
そ
の
他
の
職
員

十
一
特
命
全
権
大
使
、
特
命
全
権
公
使
、
特
派
大
使
、
政
府
代
表
、
全
権

委
員
、
政
府
代
表
又
は
全
権
委
員
の
代
理
並
び
に
特
派
大
使
、
政
府
代
表

又
は
全
権
委
員
の
顧
問
及
び
随
員

十
一
の
二
日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
の
委
員

十
二
日
本
学
士
院
会
員

十
二
の
二
日
本
学
術
会
議
会
員

十
三
裁
判
官
及
び
そ
の
他
の
裁
判
所
職
員

十
四
国
会
職
員

十
五
国
会
議
員
の
秘
書

十
六
防
衛
省
の
職
員
（
防
衛
省
に
置
か
れ
る
合
議
制
の
機
関
で
防
衛
省
設

置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
十
一
条
の
政
令
で
定

め
る
も
の
の
委
員
及
び
同
法
第
四
条
第
一
項
第
二
十
四
号
又
は
第
二
十
五

号
に
掲
げ
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
で
同
法
第
四
十
一
条
の
政
令
で
定
め

る
も
の
の
う
ち
、
人
事
院
規
則
で
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
七
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第

四
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
（
以
下
「
行
政
執
行
法
人
」
と
い

で

う
。
）
の
役
員

④
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
一
般
職
に
属
す
る
す
べ
て
の
職
（
以
下
そ
の
職
を

官
職
と
い
い
、
そ
の
職
を
占
め
る
者
を
職
員
と
い
う
。
）
に
、
こ
れ
を
適
用

す
る
。
人
事
院
は
、
あ
る
職
が
、
国
家
公
務
員
の
職
に
属
す
る
か
ど
う
か
及

へ
◇

び
本
条
に
規
定
す
る
一
般
職
に
属
す
る
か
特
別
職
に
属
す
る
か
を
決
定
す
る

権
限
を
有
す
る
。

⑤
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
改
正
法
律
に
よ
り
、
別
段
の
定
が
な

さ
れ
な
い
限
り
、
特
別
職
に
属
す
る
職
に
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

⑥
政
府
は
、
一
般
職
又
は
特
別
職
以
外
の
勤
務
者
を
置
い
て
そ
の
勤
務
に
対

し
俸
給
、
給
料
そ
の
他
の
給
与
を
支
払
っ
て
は
な
ら
な
い
。

⑦
前
項
の
規
定
は
、
政
府
又
は
そ
の
機
関
と
外
国
人
の
間
に
、
個
人
的
基
礎

に
お
い
て
な
さ
れ
る
勤
務
の
契
約
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

（
昭
二
三
法
二
一
三
・
全
改
、
昭
二
三
法
二
五
八
・
昭
二
四
法
二
・

昭
二
四
法
一
二
五
・
昭
二
五
法
四
九
・
昭
二
六
法
五
九
・
昭
二
六
法

三
一
四
・
昭
二
七
法
四
一
・
昭
二
七
法
九
七
・
昭
二
七
法
一
七
四
・

昭
二
七
法
二
○
七
・
昭
二
七
法
二
五
二
・
昭
二
七
法
二
六
五
・
昭
二

九
法
一
六
四
・
昭
三
一
法
一
二
・
昭
三
一
法
二
七
・
昭
三
一
法
一
四

○
・
昭
三
一
法
一
六
一
・
昭
三
二
法
一
五
八
・
昭
三
三
法
七
八
・
昭

三
七
法
七
七
・
昭
三
七
法
三
三
・
昭
三
七
法
一
三
二
・
昭
四
○
法

六
九
・
昭
四
○
法
二
六
・
昭
四
一
法
八
九
・
昭
四
五
法
九
七
・
昭

四
八
法
二
六
・
昭
五
八
法
六
五
・
昭
五
八
法
七
八
・
昭
五
八
法
八

○
・
平
元
法
一
・
平
七
法
五
四
・
平
八
法
一
○
三
・
平
一
○
法
一

一
二
・
平
二
法
一
○
二
（
平
二
法
二
六
）
・
平
二
法
一
○

く
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四
・
平
一
三
法
三
二
・
平
一
四
法
九
八
・
平
一
七
法
一
○
二
・
平
一

八
法
二
八
・
平
一
九
法
八
○
・
平
二
五
法
二
二
・
平
二
五
法
八

九
・
平
二
六
法
二
二
・
平
二
六
法
六
七
・
平
二
七
法
三
九
・
平
二
七

法
六
六
・
一
部
改
正
）

第
二
章
中
央
人
事
行
政
機
関

（
昭
二
三
法
二
一
三
・
昭
四
○
法
六
九
・
改
称
）

（
人
事
院
）

第
三
条
内
閣
の
所
轄
の
下
に
人
事
院
を
置
く
。
人
事
院
は
、
こ
の
法
律
に
定

め
る
基
準
に
従
っ
て
、
内
閣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
人
事
院
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件

の
改
善
及
び
人
事
行
政
の
改
善
に
関
す
る
勧
告
、
採
用
試
験
（
採
用
試
験
の

対
象
官
職
及
び
種
類
並
び
に
採
用
試
験
に
よ
り
確
保
す
べ
き
人
材
に
関
す
る

事
項
を
除
く
。
）
、
任
免
（
標
準
職
務
遂
行
能
力
、
採
用
昇
任
等
基
本
方

針
、
幹
部
職
員
の
任
用
等
に
係
る
特
例
及
び
幹
部
候
補
育
成
課
程
に
関
す
る

事
項
（
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
根
本
基
準
の
実
施
に
つ
き
必
要
な

事
項
で
あ
っ
て
、
行
政
需
要
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
行
う
優
れ
た
人
材

の
養
成
及
び
活
用
の
確
保
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
、
給
与

（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五

号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る

職
員
の
号
俸
の
決
定
の
方
法
並
び
に
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
職

務
の
級
の
定
数
の
設
定
及
び
改
定
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
、
研
修
（
第

七
十
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
観
点
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
計

画
の
樹
立
及
び
実
施
並
び
に
当
該
研
修
に
係
る
調
査
研
究
、
分
限
、
懲
戒
、

く

苦
情
の
処
理
、
職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
そ
の
他
職
員
に
関
す
る
人
事
行
政

の
公
正
の
確
保
及
び
職
員
の
利
益
の
保
護
等
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

③
法
律
に
よ
り
、
人
事
院
が
処
置
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
部
門
に
お

い
て
は
、
人
事
院
の
決
定
及
び
処
分
は
、
人
事
院
に
よ
っ
て
の
み
審
査
さ
れ

う
（
四
○

④
前
項
の
規
定
は
、
法
律
問
題
に
つ
き
裁
判
所
に
出
訴
す
る
権
利
に
影
響
を

及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

（
昭
二
三
法
三
三
・
全
改
、
昭
三
四
法
一
六
三
・
昭
四
○
法
六

九
・
平
二
法
一
二
九
・
平
一
九
法
一
○
八
・
平
二
六
法
一
三
・
一

部
改
正
）

（
国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
）
，

第
三
条
の
二
前
条
第
二
項
の
所
掌
事
務
の
う
ち
職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
に

関
す
る
事
務
を
所
掌
さ
せ
る
た
め
、
人
事
院
に
国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
を

置
く
。

②
国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
平
二
法
一
二
九
・
追
加
）

（
職
員
）

第
四
条
人
事
院
は
、
人
事
官
三
人
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
組
織
す
る
。

②
人
事
官
の
う
ち
一
人
は
、
総
裁
と
し
て
命
ぜ
ら
れ
る
。

③
人
事
院
は
、
事
務
総
長
及
び
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
職
務
を
適
切

く
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②
前
項
第
五
号
の
標
準
的
な
官
職
は
、
係
員
、
係
長
、
課
長
補
佐
、
課
長
そ

の
他
の
官
職
と
し
、
職
制
上
の
段
階
及
び
職
務
の
種
類
に
応
じ
、
政
令
で
定

め
る
。

（
平
一
九
法
一
○
八
・
全
改
、
平
二
六
法
二
二
・
一
部
改
正
）

（
欠
員
補
充
の
方
法
）

第
三
十
五
条
官
職
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
・
は
、
そ
の
任
命
権
者

は
、
法
律
又
は
人
事
院
規
則
に
別
段
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
採

用
、
昇
任
〈
降
任
又
は
転
任
の
い
ず
れ
か
一
の
方
法
に
よ
り
、
職
員
を
任
命

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
人
事
院
が
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
任

命
の
方
法
を
指
定
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
昭
二
三
法
二
一
三
・
一
部
改
正
）

（
採
用
の
方
法
）

第
三
十
六
条
職
員
の
採
用
は
、
競
争
試
験
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

係
員
の
官
職
（
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
標
準
的
な
官
職
が
係
員
で

あ
る
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
官
職
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
官
職
と
し
て
人

事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
第
四
十
五
条
の
二
第
｝
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
以
外
の
官
職
に
採
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
人
事
院
規
則
で
定
め

る
場
合
に
は
、
競
争
試
験
以
外
の
能
力
の
実
証
に
基
づ
く
試
験
（
以
下
「
選

考
」
と
い
う
。
）
の
方
法
に
よ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
昭
二
三
法
一
三
二
・
平
一
九
法
一
○
八
・
平
二
六
法
一
三
・
一
部

改
正
）

第
三
十
七
条
削
除

ア
【
ｊ
－
．

て

（
平
一
九
法
一
○
八
）

（
欠
格
条
項
）

第
三
十
八
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
人
事
院
規
則
の
定

め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
官
職
に
就
く
能
力
を
有
し
な
い
。

一
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

』
一

二
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
へ
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
執
行
を

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

三
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い

者
四
人
事
院
の
人
事
官
又
は
事
務
総
長
の
職
に
あ
っ
て
、
第
百
九
条
か
ら
第

百
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

五
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に

成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団

体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

（
昭
二
三
法
三
三
・
平
二
法
一
五
一
・
平
一
九
法
一
○
八
・
一

部
改
正
）

（
人
事
に
関
す
る
不
法
行
為
の
禁
止
）

第
三
十
九
条
何
人
も
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
項
を
実
現
す

る
た
め
に
、
金
銭
そ
の
他
の
利
益
を
授
受
し
、
提
供
し
、
要
求
し
、
若
し
く

は
授
受
を
約
束
し
た
り
、
脅
迫
、
強
制
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
を
用
い

た
り
、
直
接
た
る
と
間
接
た
る
と
を
問
わ
ず
、
公
の
地
位
を
利
用
し
、
又
は

そ
の
利
用
を
提
供
し
、
要
求
し
、
若
し
く
は
約
束
し
た
り
、
あ
る
い
は
こ
れ

ら
の
行
為
に
関
与
し
て
は
な
ら
な
い
。

く
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０

昭
胸
舅
十
四
年
五
潟
亘
十
一
日

拘
開
麗
葱
犬
臣
吉
田
茂

溝
諏
露
画
二
十
七
号

星

’；
雲
鑑
一
章

夕
●

１

鐸
期
（
露
一
像
１
第
四
際
》

第
二
瀧
本
癌

舘
一
堀
内
孫
部
局
（
第
五
際
ｊ
鎗
丸

鰯
專
瀦

蟻
》
謂
風
瀕
側
《
舗
十
鎌
Ｉ
第
十

五
鰯
）

。 △

●｡

｡

，

仏

茎
一
遍
機
関
念
鎚
‐
六
像
）

箆
三
索
外
周
《
第
十
七
願
・
篭
手
孔
億

露雷
、承

轍
員
（
鮪
十
九
慨
Ｉ
鰯
二
十
一

像
一

第
一
章
総
則

（
こ
の
瑳
律
の
目
的
》

第
一
礁
こ
の
溌
律
は
、
鍵
理
溜
の
斯
塗
恵

務
の
範
囲
及
び
稀
隈
を
開
賄
に
定
め
る
少

と
も
に
そ
の
新
掌
す
も
行
政
爵
我
を
龍
鋭

的
に
鍵
行
す
る
に
足
る
紐
織
を
慰
め
る
Ｅ

・
ど
を
目
的
と
ず
る
・

I

（
震
》

蕊
里
侭
陶
餓
行
政
組
畿
法
（
昭
和
二
十
室

、
年
注
諏
第
百
二
十
号
）
第
三
蝿
第
二
調
の

規
定
に
韮
い
て
、
繊
剥
鹿
を
凌
置
ず
ろ
。

２
縫
壁
肘
の
長
は
＄
内
閣
録
琴
犬
潭
と
す

ヲ
つ
り

府
の
鉾
馳
謬

錨
罠
僅
霧
理
府
織
、
左
に
掴
け
る
園
の
行

に
錘
行
ず
ろ
害
孟
些
蟹
風

手
心
。

一
恩
飴
、
統
計
及
び
栄
典
に
関
す
る
鞭

濁
雌
ぴ
に
新
醗
襲
鴨
圃
激
の
錨
窒

二
各
行
蹴
椴
関
の
施
策
及
び
事
慧
鯵
総

合
調
整

重
他
の
行
醗
磯
開
の
所
掌
に
属
し
な
い

行
駄
癖
務
並
び
に
蟻
約
及
び
注
律
へ
談

律
腿
落
く
命
令
牽
患
屍
吊
）
雷
霞
酒
府
の

騎
鍍
に
鹿
苦
し
め
ら
れ
た
行
歎
恵
務

《
篭
斑
府
の
槽
剛
風

蕊
閏
憐
縫
理
府
は
、
こ
砂
鉄
律
に
規
露
す

る
筋
拳
聯
溢
を
霊
行
す
る
た
め
左
に
錫
げ

Ｐ

ろ
権
限
を
癒
す
ろ
。
但
し
、
そ
の
権
腰
の

行
値
は
竃

法
律
（
没
律
に
基
く
命
令
を
盆

む
。
）
に
従
り
て
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

守
巳

９
母一
子
郡
の
鍵
園
内
で
、
所
敷
事
務
の
錨

行
に
必
要
な
輩
出
負
担
行
鴛
忠
ず
ろ
こ

皇

二
駈
惑
金
沙
識
收
Ｌ
・
・
瀞
嶋
里
帰
務
の
垂

行
に
竺
磐
な
寅
琴
零
瞳
丁
蕃
こ
亀

三
所
鐘
エ
翰
獅
の
鑿
汀
瞳
塞
皿
零
蕎
琴
睡
欺

務
所
等
の
麓
鐙
穿
殴
溌
Ｌ
、
及
び
符
瓢

す
る
と
瞳
。

』
●

四
餅
鐸
王
野
務
の
録
零
打
に
宙
握
幸
必
翻
弄
蕊

ｉ
塾
朋
焚
村
、
癖
務
淵
品
旬
研
鍵
剛
斑
垂

鉾
琴
薄
誇
皐
酎
錘
一
》
塞
雫
寺
毎
毎
（
》
ロ
》
・
管
渉
』
。

五
不
服
櫛
盟
墾
を
処
分
丁
愚
挙
歪
昆

六
霊
員
の
錘
肥
及
び
僧
闘
馴
里
汀
い
、
手

の
仙
鍾
碍
貝
鰯
人
灘
諦
群
韓
異
擢
丁
ろ
鼻
と
骨

七
職
員
の
厘
坤
蟹
風
び
保
篭
の
た
め
必
睡

な
篭
股
を
し
、
及
び
こ
れ
を
帯
聾
手
島

』
、
今
罪
曇
○

八
職
員
に
堂
製
す
る
た
め
に
癖
需
紗
曇

駿
し
、
及
び
こ
れ
野
轡
罰
雫
す
る
こ
と
。

丸
蔚
箪
証
湧
腫
圏
す
る
統
計
及
び
調
脊

褒
料
を
頒
布
し
ふ
叉
瞳
刊
行
す
る
と

Ｌ
蜂
①

十
瀦
躍
駆
務
の
藍
燕
を
煮
い
、
渋
令
婚

定
錨
る
と
迄
ろ
に
従
い
、
必
璽
驚
撫
囲

．
《
鐸
讐
－
２
ヱ
萱
も
』
Ｌ
』
画
の

十
一

｡十
Ｌ
こ
・

研
琴
霧
醗
輯
鰯
厨
識
霧
昼
得
襲
緯
蝦
う
こ

怠
繕
塞
蔚
の
曇
印
金
閣
寵
ず
る
こ

●
歩
堵
時

十
三
賢
愚
瀞
風
び
法
令
詮
露
②
瞬
蕊
及
び

印
踊
裁
ぴ
に
鈎
閣
所
管
の
機
密
襲
簡
の

郵
扇
に
つ
い
て
謹
弾
垂
皇
宮
す
る
こ
亀

◆

十
四
十
五

蕊
呉
萱
授
輿
ず
る
等
急

襲
具
の
授
與
及
び
脚
心
奪
に
関
も

一
審
華
ず
ろ
こ
と
⑨

十
嵩
恩
醗
静
隻
け
る
膳
澗
藤
釦
爵
芯
、

乃
舜
妙
鰯
翫
壼
に
鯉
》
す
愚
図
垂
顎
に
つ
い
て
錘
転

塑
嘩
ふ
り
や
＠
番
』
泌
奄
噂

十
七

●

各
擢
の
統
計
閣
斑
董
行
５
こ
莞

十
八
蓋
闘
出
陛
糧
用
紙
の
蝿
寵
剖
豐
存
う
こ１

尾
十
九
蔚
各
号
漉
揚
げ
る
も
の
の
外
、
他

●

の
符
泌
盈
溜
開
に
蕊
し
な
い
窮
調
及
び
鰐

湖
、
監
孝
賂
土
患
含
ご
態
暫
曾
里
り
こ

風
ぜ
し
誉
詮
霊
霧
募
§
一

皇第
二
箪
亀
本
購

第
一
麓
迩
鄙
謎
局

．
（
一
睡
唾
璽
哩
垂
醒
画
面
蝉
》

議
五
侭

。
解

《
鹸
肘
に
、
犬
罵
壱
烏
野
風
び
左
の
三

局
堂
露
く
。

恩
給
局

統
計
局
‐

認
…
雪
，

２
唯
胃
題
凰
胤
隠
、
懲
罰
鍾
段
恩
鹿
野
、
鋒
計

一
。

局
に
も
左
の
亘
隷
影
騒
ぐ
。

人
口
蔀

・
経
済
部

銅
表
部

兎

（
犬
腫
官
倣
瘤
鰯
事
務
》

金
蔓
繕
大
臣
官
撚
置
誇
い
て
は
、
鶴
劉
潜

一
の
研
笹
行
政
腱
関
し
鷺
左
の
窮
務
聾
っ
か

さ
ど
る
。

一
掬
密
裡
頚
ず
尋
恒
重
電

二
載
偽
の
職
階
馨
任
雄
、
雲
霊
鰹
鍵

威
嚇
露
罰
騨
で
の
他
の
人
瓦
報
蝿
嘩
に
鍾
種

蒲
押
唾
調
練
に
腿
す
る
こ
と
も

室
内
關
麓
理
大
鹿
の
鷺
印
及
び
購
印
筵

１

礎
噸
阜
嬉
昨
』
卑
穂
《
祗
里
嘩
国
｛
寸
嘩
一
扉
守
口
｜
尋
』
”
韮
壁
画
・
・

鰯
公
文
画
類
蟹
遍
霊
Ｌ
、
装
受
Ｌ
、
蓮

鐘
し
、
籍
蕊
し
及
び
爆
瀧
幾
巻
』
藍
、
一

五
官
姪
署
風
び
斗
騨
曹
戴
署
の
鍾
偲
轡
興
聯
郡

・
璃
戴
ぴ
腱
角
閣
欝
撮
騨
②
掴
聾
騨
鈴
雷
の
曙

刷
の
箱
鎧
溌
竪
暫
に
関
誉
曾
蒄
、
．

一
《
学
へ
雷
犀
蓉
園
画
蝉
曄
睡
睡
画
函
掴
垂
意
垂
廷
塞
辱
垂
畢
《
３
塁
亭
と
。

私
匡
。

卜

O

邑

七
経
醤
及
び
喰
入
の
予
露
も
鰹
鄭
及
び

会
計
並
が
泥
会
計
の
監
姦
腱
盤
ず
ろ
＆

皇

“
句
ロ
●
■

八
・
群
誰
識
盟
風
及
び
践
恩
堅
厘
宵
理
Ｔ
る
こ

莞
九
職
員
の
篭
生
、
墜
麓
竜
霞
罷
醗
璽
離

生
泥
閣
一
丁
塾
と
聾
踊

f十
一

行
轍
咽
考
姦
豊
篭
竃
畠
燈
冤

ど
蔚
雄
理
膵
閣
宰
亀
○
瞳
多
売
．
《
恥

ｌ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｉ
１
Ｂ
ｐ
ｂ
ｐ
‘
Ｌ
ｒ
Ｉ
ｌ
Ｄ
，



げ
づ

Ｐ

・
垂
。

４令右

・
し
ｊ

ｐ

ｃ

ｐ
一
ｒ

Ｐ－

や
ｐ
Ｐ

－嘩

令

鋲
ロ
ー

‐
一
々
．

■
ウ
０‐
・
鞠
＄
、

８・
詮

畢
●

鳥
命
・
ロ
も
‐

②
↑
Ｅ
０
一
●

Ｇ
１
．
◆
変
、

、
．
↑
・
ど
ワ

●
や
●
。
●

藷
．
、
ｆ

解
．
〃
ゞ

蟻
一
〃

捧
一
今
８
と

、
亀
弓

醗
鐘
。
．
・℃

輔
。
Ｅ
討
延
》
や

‐
壷
今
・
心

０
秀
毎
Ｆ

匙
疾
』
テの

一
也
凸
凸

凸
邑
ワ
●
●

》
淘
色

齢建■口
■
矛
一
回

心
？
●
ど

典
・

一
Ｐ
も
．

《
元
．
一

▲
■
”
幸

一
守
口
Ｕ

●
ク
ロ

心
埜
坪守

》
Ｑ
準
舞
繭
●

■
ｄゅ
む
ゅ

さ
。
。
寺
』
至
心
》
↑

争
わ
●癖①■

凸

題
詩
．

．
・
垂

蒋ｇ
ｏ
ｒ
ｏ
叩
。 r口

○

口？●● 『 ‐ 一

心

、
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て

■■守

く

I

F

B

b

C

b
●

凸
仕
守
。

●
岸
宇
・
凸
ｐ
》
■
口
。
二
■
■
●
△
一
■
■
●

Ⅵ
▲
も
。

■
つ
。

６
堂
Ｉ
ｈ
８
Ｐ
Ｌ
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ｐ
Ｂ
Ｂ
■
Ⅱ
■
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響第
三
遼
外
局

錨
十
七
鋒
園
豪
行
麓
紐
繊
塞
鰯
三
雄
露
二

．
猟
の
鍵
症
隠
誰
い
て
、
鶴
理
府
に
霞
か
れ

る
外
勘
臆
、
産
め
誠
９
と
寸
幸
電

瀞；ゞ
菫

・
註
篝
…

難喜
一

《
外
周
の
組
魂
、
厨
露
凄
溝
駐
ぴ
溌
摂
》

麓
塁
邑
恥
悔
襲
醗
の
鐙
塁
涯
軽
よ
る
鼠
篭
珂
の
組

錨
、
醗
塞
雲
霊
軽
驫
盤
璽
阪
隈
関
し
て
は
、

館
の
勘
葎
隠
別
鐙
豊
耀
の
あ
る
も
砂
を
除

籍
く
魂
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
農
の
下
桐
妙
弥
郡
挿

蔑
謡
篭
釜
了
基
靭
曾
抄
壹
む
遇
又
は
蕊
令

瞳
薗
武
琴
る
と
昌
毛
に
よ
亀
万

－－

《
霞

堂
幕
末
侭
間
械
璽
蒔
理
夫
臣
②
寅
輔
の
．
下

に
勺
間
太
壁
華
爾
会
護
が
轡
？
脳

２
圃
主
亜
砺
金
譲
峨
、
わ
が
国
の
落
掌
者

の
内
外
腱
労
す
る
に
畿
椴
関
と
し
て
選
科

掌
の
向
上
尭
強
密
圃
吻
尋
行
遼
▽
鐡
梁
及

謬
国
民
生
活
に
科
学
童
腿
瑛
渓
鐘
さ
戦
ろ

た
め
の
槻
囲
通
す
亀
．

３
持
興
圭
季
鰹
垂
函
誕
毒
諫
唖
畢
歴
、

璽
京
翻
に
蟹
’
。

４
画
＊
掌
鰭
曇
議
の
組
畿
及
び
箭
猷
癖
務

腱
つ
い
誼
碓
、
鹿
本
掌
簿
禽
護
法
《
詔
剰

二
十
三
年
法
律
霧
百
三
十
一
号
雪
②
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
や

●ワ一 ‐

聖

碗
製
に
揺
瀞
恩
掛
腫
溺
園
謬
観
織
、
腕

一
篭
邸
灘
耐
靭
恩
曾
偶
そ
の
他
の
専
貝
に
つ
い

竜
は
、
趣
の
注
律
鐡
蕊
鱈
襄
で
命
令
を

会
罷
思
》
に
郵
厩
②
蟻
毒
呼
あ
る
皐
合
董
藤
く

、
の
外
弔
凌
令
で
定
め
る
。

西
亜
塁
』
嘩
麺
一
軍
睡
銅
幽
画

４
１
４

譲
酉
竃
職
負

！
》

第
十
九
悔
内
翻
営
賜
憂
官
朧
、
角
閣
濫
に

定
め
る
駐
篭
聾
行
吻
外
、
内
側
輯
理
大
臣

を
助
け
、
鱈
理
府
研
笹
の
事
項
腱
つ
い
て
↓

政
務
腱
毒
菌
し
、
府
瀞
塗
蕊
理
し
、
龍
ぴ

に
各
静
思
塵
ひ
鯉
関
の
事
濁
醤
監
督
す

!＝
鐘
二
十
憐
簡
隠
貫
瞳
響
馨
層
吋
内
閣
法

に
定
め
る
塞
騒
砺
薯
行
９
虎
私
的
騒
澄
彊
掘
大

臣
の
ま
め
薯
と
こ
墨
に
ｋ
ｈ
も
垂
理
瞳
別

笹
の
耐
義
眼
つ
い
電
罹
菅
の
錘
亜
欝
甜
切

け
る
。

へ
そ
の
他
の
陸
員
）

錨
二
十
一
像
蓮
羅
腱
定
め
る
鞍
員
②

外
詞
建
畷
府
に
厩
か
れ
碆
衝
員
の
任
尋
覇

昇
依
、
垂
戒
ぞ
画
挑
Ｘ
謹
辱
鐘
に
関
す
る

泰
羽
に
つ
い
て
は
、
圃
萎
蕊
霧
画
風
法
の
定

め
る
と
こ
ろ
腱
よ
る
。

（
壷
負
》

第
二
十
三
慨
錘
唾
濁
に
認
か
れ
る
瞳
駒
の

崇
麗
喚
溺
に
法
徹
で
定
あ
る
。
。

2

耐
醐

紐
の
法
律
伽
、
蹴
鞠
二
十
四
隼
六
周
一

日
か
ら
施
行
す
愚
。

２
願
寵
公
務
醐
溌
泌
三
朧
及
び
跡
百
八
蝶

の
錘
是
に
よ
り
や
恩
醗
耐
度
氷
人
事
院
に

お
い
て
塞
踊
ぜ
ら
れ
る
に
至
っ
た
場
合
に

お
い
て
は
灸
そ
の
隈
度
に
お
い
て
、
恩
除

に
鰯
す
る
導
激
及
び
権
襖
は
、
総
唾
脳
鋤

蔚
裁
恵
務
及
び
梧
醗
か
ら
除
か
れ
る
も
の

と
す
守
聡

３
左
の
諒
師
は
、
廃
止
十
墨
画

伍
し
醗
法

徳
《
避
律
に
蕊
く
命
令
篭
含
む
。
匿
溺
段

の
定
の
あ
る
鯉
吾
裟
豚
く
外
、
握
霊
別
の
醗

緬
轡
風
び
勉
吾
貝
械
、
ど
の
鶴
弼
羅
に
韮
ｆ
澗
遡
画

の
鋤
翻
及
び
載
員
と
な
り
脚
一
紳
睡
噂
も
っ

て
存
隣
す
る
も
の
と
す
る
。

経
理
画
暫
嗣
《
昭
和
二
十
三
年
政
令
鯨

三
号
）
，

錘
理
窟
総
角
鴎
時
駐
員
霞
騒
閣
（
昭
瀕

・
十
八
年
勅
令
鰯
百
八
侭
九
号
》

饗
翻
局
宮
踊
《
明
治
二
十
六
年
勅
令
鋪

百
十
六
号
）
、

、
・

ふ
宙
誘
斑
周
鷲
刷
〈
晒
燕
十
六
謡
靭
令

鰭
千
二
百
四
十
六
号
）

行
政
轡
、
理
室

髄
便
・
聖

鞠
到
閥
鐘
寵

宮
内
園

外

…
… 妻

圏
家
公
安
委
員
会

金
閣
遥
翁
管
理
釜
艮
受

公
遁
頃
引
委
員
会

●
●

統
計
委
員
会

0

磯
李
さ
露
呼

に
ト
ー
又

手
圏
崖

「
４
４

－

Ｊ
１
“
ｑ
可
１
１
０
１

ー
『ー

咽

ま＝託■
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4

菫
ｉ

①

行
令
《
昭
和
二
十
三
匁
承
令
扇
二
百
里

十
三
号
）

臨
時
行
政
擬
祷
改
郡
審
喪
禽
令
（
昭
瀦

二
十
三
年
政
令
第
四
十
号
）

麗
動
側
補
償
馨
償
蛮
規
醗
《
昭
和
立
二

年
勅
令
鋪
西
寶
七
十
圏
曇
》

騨
撒
制
幾
涛
製
金
管
掴
《
昭
和
勇
十
舅
．

年
政
令
錦
二
百
六
号
》

前
項
側
翻
の
鯉
是
は
、
職
員
の
窒
飼
臆

一
鯛
）
す
る
心
蕊
祁
の
趣
割
用
に
鑑
繕
襲
蕊
興
ぽ
ふ
Ｉ
Ｂ

－
の
で
は
な
い
．

－
５
他
窒
嘩
や
叩
『
総
狸
函
弩
と
あ
る
妙
は

遠
鬮
溌
埋
と
、
『
鶴
理
寧
令
号
厚
あ
る
の
雑

●

『
麓
理
購
令
」
と
鰭
蒐
替
え
る
も
の
と
ず

ザ
ロ
ー
＠

内
閣
縁
理
犬
臣
吉
閏
麓

’､
国
立
世
競
澗
査
翫
段
置
法
と
こ
こ
に

公
布
Ｔ
ろ
。

御
名
・
御
璽

昭
和
二
十
風
年
玉
凋
三
十
一
園

内
閲
淫
患
犬
篦
古
田
蕊

浅
律
第
百
晨
十
魂
号
墓
。

固
立
世
鐘
講
姦
厨
霊
蜜
蜜
．

（
目
的
及
び
醗
壷
ら
，

第
一
燐
仙
筋
に
繋
ぐ
政
磯
の
樹
立
及
び
杼

汝
の
迩
鷲
に
憐
す
る
目
的
で
靴
歯
の
調
壷

詮
自
生
的
且
つ
公
正
腱
行
う
た
め
、
こ
の

浅
津
に
よ
り
恥
鍵
鰹
府
の
附
属
閉
淵
と
し

て
圏
立
側
酋
調
基
防
《
製
夏
鯛
蟹
厨
」
と

い
う
里
を
設
匿
す
る
回

（
職
務
及
び
構
隈
）

第
二
侭
譜
表
厨
榧
嘩

堂
露
腱
と
ら
わ
れ
斑

い
向
竪
聿
裁
唖
麺
嗣
陣
噌
あ
っ
て
や
鋪
騨
蠅
③
狸
厩
画

沙
謝
垂
胤
Ｔ
る
た
め
に
金
主
に
揺
げ
る
蕊
調

を
つ
か
き
ど
蚤
ゆ

j

一
鎧
塞
附
の
華
麗
露
に
醐
了
斑
避
毒
爾
＃
鍵
離
マ

のｰ

的
に
圃
査
ず
尋
こ
尾

毒
徹
幽
の
溺
牽
健
輯
溌
麗
閉
園
鈴
》
閥

爆
行
政
溌
関
に
報
答
し
、
及
び
こ
狐
を

一
般
姫
公
輩
Ｔ
る
こ
と
。

菫
地
方
公
幸
園
蕊
笈
ぴ
そ
の
館
の
澱
郡

行
う
世
圏
の
濁
登
に
労
し
て
必
要
厳
助

言
及
び
協
力
醤
す
る
こ
と
・

田
維
誼
及
び
弛
圏
の
調
姦
斯
盤
勘
研
究

し
勺
戯
ぴ
に
こ
れ
ら
腱
腿
す
易
饗
料
を

牧
壊
す
墨
星
造
○

蕊
継
鎖
③
醗
壷
②
誓
騒
尭
鍾
登
園
る
こ

匙
毎
。

●
■

律
三
憐
鋼
幾
所
及
献
調
交
所
の
磯
貝
朧
。

前
髄
隠
擢
琵
す
る
瀧
務
紗
愛
好
す
る
雑
蕊

り
、
左
に
擢
げ
勤
行
鴬
蜜
し
奮
臆
な
ら
雄

い
。一
詩
足
の
敦
党
政
濃
を
羽
す
る
目
的
雷

調
盗
を
墾
膳
十
蚤
ご
と
嘩

篁
調
釜
鱒
載
鍋
を
霧
定
の
政
鴬
政
蕊
の

た
め
隠
剰
剛
ず
る
こ
と
恩
・

臺
調
姦
堂
墨
想
の
銃
閥
叉
は
願
轟
脂
剰

用
す
る
こ
と
曇

圏
調
養
糎
よ
っ
て
翻
り
渦
た
償
入
②
秘

密
吻
壷
暇
与
ず
こ
と
溥

ｃ
五
關
護
の
た
妙
艇
狩
り
密
簡
侭
対
し
雷

．
両
卿
誕
宥
垂
葬
垂
唖
霊
奉
争
２
労
。
』
』
匙
匡
。

麹
雷
鐘
溌
惑
翫
は
心
必
要
裁
亀
斑
零
念
に

あ舞
い
壷
は
、
冊
畠
⑰
謹
鍵
を
龍
に
饗
詫

し
。
零
薩
鳴
脳
か
臘
桑
塞
馳
禽
蕊
い
た
畳
霊
函
の
閥

牽
鷺
迩
恩
こ
と
郡
で
患
ろ
。

《
蹴
鞠
調
惹
響
願
禽
》

錐
五
漉
調
蚕
厨
胆
、
置
證
闇
塞
春
爽
金

《
以
下
『
瀞
議
禽
』
と
い
う
宙
を
匿
汐
恥
や

２
騨
議
裳
は
、
左
に
蝿
瀞
恩
塞
蜜
雪
つ
か

き
ど
る
。

一
繭
壷
臓
の
事
譲
方
針
を
定
戦
馨
屋

Ｌ
径
、

二
溺
菱
の
猟
鱒
胖
酉
を
犀
め
る
曇
と
Ｇ

空
調
壷
の
鈷
果
⑫
発
麦
方
法
を
定
め
る

摩
』
Ｌ
色
●
。

一一一一一“ ｰｰ



○
内
閣
府
設
置
法

（
平
成
十
一
年
七
月
十
六
日
）

（
法
律
第
八
十
九
号
）

第
百
四
十
五
回
通
常
国
会

小
渕
内
閣

改
正
平
成
二
年
七
月
三
○
日
法
律
第
二
六
号

同
二
年
一
二
月
一
七
日
同
第
一
五
六
号

同
二
年
一
二
月
一
三
日
同
第
一
六
○
号

（
同
二
年
一
二
月
一
七
日
同
第
一
五
六
号
）

同
二
年
一
二
月
一
三
日
同
第
一
六
一
号

同
一
二
年
五
月
一
九
日
同
第
七
一
号

同
一
二
年
一
二
月
八
日
同
第
一
四
八
号

同
一
四
年
三
月
三
一
日
同
第
五
号

同
一
四
年
三
月
三
一
日
同
第
一
四
号

同
一
四
年
五
月
一
○
日
同
第
四
一
号

同
一
四
年
六
月
一
四
日
同
第
六
九
号

同
一
四
年
七
月
二
六
日
同
第
九
二
号

同
一
四
年
三
一
月
二
日
同
第
一
四
三
号

同
一
四
年
一
二
月
一
八
日
同
第
一
八
九
号

同
一
五
年
四
月
九
日
同
第
二
三
号

同
一
五
年
四
月
九
日
同
第
二
八
号

同
一
五
年
五
月
二
三
日
同
第
四
八
号

同
一
五
年
五
月
三
○
日
同
第
五
七
号

く

く

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

一
五
年
五
月
三
○
日
同

一
五
年
六
月
一
一
日
同

一
五
年
七
月
三
○
日
同

一
五
年
八
月
一
日
同

一
六
年
四
月
二
日
同

一
六
年
四
月
一
四
日
同

一
六
年
六
月
二
日
同

一
六
年
六
月
四
日
同

一
ゞ
六
年
六
月
九
日
同

一
六
年
一
二
月
八
日
同

一
七
年
四
月
一
日
同

一
七
年
六
月
一
七
日
同

一
七
年
七
月
二
九
日
同

一
八
年
六
月
二
日
同

一
八
年
六
月
二
日
同

一
八
年
六
月
七
日
同

一
八
年
六
月
二
一
日
同

一
八
年
一
二
月
一
五
日
同

一
八
年
一
二
月
二
○
日
同

一
八
年
一
二
月
二
○
日
同

一
八
年
一
二
月
二
二
日
同

一
九
年
三
月
三
一
日
同

一
九
年
五
月
二
三
日
同

第
六
一
号

第
七
○
号

第
一
三
三
号

第
一
三
七
号

第
二
七
号

第
二
九
号

第
七
○
号

第
八
○
号

第
一
○
二
号

第
一
六
一
号

第
二
四
号

第
六
三
号

第
八
九
号

第
五
○
号

第
五
一
号

第
五
四
号

第
八
五
号

第
二
一
号

第
二
四
号

第
二
六
号

第
二
八
号

第
一
五
号

第
五
三
号
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ロ
関
係
行
政
機
関
の
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
経
費
の
見
積
り
の
方
針

に
関
す
る
重
要
事
項

ハ
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
重
要

事
項

二
内
閣
総
理
大
臣
又
は
関
係
各
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
人
工
衛
星
及
び
そ

の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
の
安
全
の
確
保
又
は
宇
宙
の
環
境
の
保

全
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

２
宇
宙
政
策
委
員
会
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
重
要
事
項
に
関
し
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
関
係
各
大
臣
に
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
る
。

３
宇
宙
政
策
委
員
会
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
重
要
事
項
に
関
し
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
内
閣
総
理
大
臣
を
通
じ
て

関
係
各
大
臣
に
対
し
、
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
宇
宙
政
策
委
員
会
の
組
織
及
び
委
員
そ

の
他
宇
宙
政
策
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
平
二
四
法
三
五
・
全
改
）

第
四
款
施
設
等
機
関

第
三
十
九
条
本
府
に
は
、
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
所
掌
事
務
の
範
囲
内

で
、
法
律
又
は
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
試
験
研
究
機
関
、
文
教
研

修
施
設
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
機
関
及
び
施
設
を
含
む
。
）
及
び
作
業
施
設
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
平
二
法
一
六
○
・
平
三
法
一
六
一
・
一
部
改
正
）

第
五
款
特
別
の
機
関

定一

ｌ

Ｉ

３

第

一

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

別

に

法

律

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

内

第
四
十
条
本
府
に
、
地
方
創
生
推
進
事
務
局
、
知
的
財
産
戦
略
推
進
事
務

局
、
宇
宙
開
発
戦
略
推
進
事
務
局
、
北
方
対
策
本
部
、
子
ど
も
・
子
育
て
本

部
、
総
合
海
洋
政
策
推
進
事
務
局
及
び
金
融
危
機
対
応
会
議
を
置
く
。

２
第
十
八
条
、
第
三
十
七
条
、
前
条
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本

府
に
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す

る
所
掌
事
務
の
範
囲
内
で
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
の
機
関

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

く
命
令
を
含
む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
法
律
（
こ
れ
ら
に
基
づ

閣
府
に
置
か
れ
る
特
別
の
機
関
で
本
府
に
置
か
れ
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上

ｌ
（
設
置
）

廷
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犯
罪
被
害
者
等
施
策

中
央
交
通
安
全
対
策

会
議
高
齢
社
会
対
策
会
議

少
子
化
社
会
対
策
会

議 子
ど
も
・
若
者
育
成

支
援
推
進
本
部

民
間
資
金
等
活
用
事

業
推
進
会
議

犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
（
平
成
十
六
年
法

交
通
安
全
対
策
基
本
法

高
齢
社
会
対
策
基
本
法

少
子
化
社
会
対
策
基
本
法

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等

の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律



（
平
一
五
法
一
三
三
・
平
一
六
法
二
九
・
平
一
六
法
七
○
・
平
一
六

法
一
六
一
・
平
一
七
法
六
三
・
平
一
八
法
八
五
・
平
一
九
法
一
○

八
・
平
二
○
法
七
九
・
平
一
二
法
七
一
・
平
二
三
法
五
七
・
平
二
四

法
六
七
・
平
二
五
法
六
四
・
平
二
七
法
六
六
・
平
二
八
法
二
九
・
一

部
改
正
）

（
地
方
創
生
推
進
事
務
局
）

第
四
十
条
の
二
地
方
創
生
推
進
事
務
局
は
、
第
四
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五

号
、
第
七
号
、
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
並
び
に
第
三
項
第
二
号
の

二
、
第
三
号
の
二
か
ら
第
三
号
の
四
ま
で
、
第
三
号
の
六
及
び
第
三
号
の
七

に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２
地
方
創
生
推
進
事
務
局
の
長
は
、
地
方
創
生
推
進
事
務
局
長
と
す
る
。

３
地
方
創
生
推
進
事
務
局
に
、
所
要
の
職
員
を
置
く
。〔

３
知
的
財
産
戦
略
推
進
事
務
局
に
、
所
要
の
職
員
を
置
く
。

４
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
知
的
財
産
戦
略
推
進
事
務
局
の
組
織
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
平
二
七
法
六
六
・
追
加
）

（
宇
宙
開
発
戦
略
推
進
事
務
局
）

第
四
十
条
の
四
宇
宙
開
発
戦
略
推
進
事
務
局
は
、
第
四
条
第
一
項
第
十
七
号

及
び
第
三
項
第
七
号
の
五
か
ら
第
七
号
の
八
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

３
宇
宙
開
発
戦
略
推
進
事
務
局
に
、
所
要
の
職
員
を
置
く
。

４
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
宇
宙
開
発
戦
略
推
進
事
務
局
の
組
織
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
平
二
七
法
六
六
・
追
加
、
平
二
九
法
二
八
・
一
部
改
正
）

（
北
方
対
策
本
部
）

２
宇
宙
開
発
戦
略
推
進
事
務
局
の
長
は
、
宇
宙
開
発
戦
略
推
進
事
務
局
長
と

す
る
。

４
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
創
生
推
進
事
務
局
の
組
織
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
平
二
七
法
六
六
・
追
加
、
平
三
○
法
三
七
・
一
部
改
正
）

（
知
的
財
産
戦
略
推
進
事
務
局
）

第
四
十
条
の
三
知
的
財
産
戦
略
推
進
事
務
局
は
、
第
四
条
第
一
項
第
六
号
に

掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２
知
的
財
産
戦
略
推
進
事
務
局
の
長
は
、
知
的
財
産
戦
略
推
進
事
務
局
長
と

す
る
。

く
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夕
1

ロ
日
本
学
術
会
議

国
際
平
和
協
力
本
部

消
費
者
政
策
会
議

子
ど
も
の
貧
困
対
策

会
議
推
進
会
議

国
家
公
務
員
法

日
本
学
術
会
議
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

！
第
百
二
十
一
号
）

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協

力
に
関
す
る
法
律

Ｑ

消
費
者
基
本
法

子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律 律
第
百
六
十
一
号
）



E、

○
裁
判
所
法

改
正

同
四
○
年

同同同同同同同同同同同同 同
二
四
年
五
月
三
一
日
同
第
一
三
六
号

同同同同 昭
和
二
二
年
一
○
月
二
九
日
法
律
第
一
二
六
号

三
七
年

三
九
年

三
五
年

一
一
一
一
一

二
九
年

二
九
年

二
七
年
七
月
三
一
日
同
第
二
六
八
号

二
六
年
一
二
月

二
六
年

二
五
年
一
二
月
二
○
日
同
第
二
八
七
号

二
五
年
四
月
一
四
日
同
第
九
六
号

二
四
年

二
三
年
一
二
月
一
二
日
同
第
二
六
○
号

二
三
年
七
月
一
二
日
同
第
一
四
六
号

一
一
一
一
一

一
三
年
一
二
月
一
七
日
同
第
一
九
五
号

年 年

（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
六
日
）

三
月
三
一
日
同
第

六
月
二
四
日
同
第
二
四
号

六
月
二
五
日
同
第
一
○
四
号

五
月
一
六
日
同
第
一
四
○
号

｛
ハ
ロ
洞

五
月

五
月
二
七
日
同
第
一
二
六
号

三
月
三
○
日
同
第

↑
ハ
ロ
洞

一

月

く
八
日
同
第
一
六
三
号

六
日
同
第
二
九
八
号

一
日
同
第
九
一
号

一
日
同
第
一
七
七
号

一
日
同
第

（
法
律
第
五
十
九
号
）

第
一
次
吉
田
内
閣

二
七
号

五
九
号

－

号

＜‐

同
一
○
年
五
月
六
日
同
第
五
○
号

同
一
二
年
一
二
月
六
日
同
第
一
四
二
号

同
一
四
年
一
二
月
六
日
同
第
一
三
八
号

同
一
五
年
七
月
一
六
日
同
第
一
○
九
号

同
一
五
年
七
月
二
五
日
同
第
一
二
八
号

同
一
六
年
三
月
三
一
日
同
第
八
号

同
一
六
年
六
月
一
八
日
同
第
一
二
○
号

同
一
六
年
一
二
月
一
○
日
同
第
一
六
三
号

同
一
七
年
七
月
一
五
日
同
第
八
三
号

同
一
八
年
五
月
八
日
同
第
三
六
号

同
一
九
年
三
月
三
一
日
同
第
一
八
号

同
二
○
年
六
月
一
八
日
同
第
七
一
号

同
一
三
年
一
二
月
三
日
同
第
六
四
号

同
二
三
年
五
月
二
五
日
同
第
五
三
号

同
二
四
年
八
月
三
日
同
第
五
四
号

同
二
五
年
六
月
一
九
日
同
第
四
八
号

同
二
九
年
四
月
二
六
日
同
第
二
三
号

平
成
七
年
四
月
一
九
日
同
第

同
五
七
年
八
月
二
四
日
同
第
八
二
号

同 同
四
五
年
五
月
一
八
日
同
第

同
四
一
年
七
月

同
四
一
年

五
三
年

六
月
二
三
日
同
第
八
二
号

三
月
三
一
日
同
第

一
日
同
第
一
二
号

六
六
号

六
七
号

一

一

一

一

－

号
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（
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
免
）

最
高
裁
判
所
の
指
名
し
た
者
の
名
簿
に
よ
っ
て
、
内
閣
で
こ
れ
を
任
命
す
る
。

②
高
等
裁
判
所
長
官
の
任
免
は
、
天
皇
が
こ
れ
を
認
証
す
る
。

③
第
一
項
の
裁
判
官
は
、
そ
の
官
に
任
命
さ
れ
た
日
か
ら
十
年
を
経
過
し
た

と
き
は
、
そ
の
任
期
を
終
え
る
も
の
と
し
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
資
格
）

第
四
十
一
条
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
識
見
の
高
い
、
法
律
の
素
養
の
あ

る
年
齢
四
十
年
以
上
の
者
の
中
か
ら
こ
れ
を
任
命
し
、
そ
の
う
ち
少
く
と
も

十
人
は
、
十
年
以
上
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
職
の
一
若
し
く
は
二
に

在
っ
た
者
又
は
左
の
各
号
に
掲
げ
る
職
の
一
若
し
く
は
二
以
上
に
在
っ
て
そ

の
年
数
を
通
算
し
て
二
十
年
以
上
に
な
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
高
等
裁
判
所
長
官

二
判
事

三
簡
易
裁
判
所
判
事

を
任
命
す
る
。

②
最
高
裁
判
所
判
事
は
、
内
閣
で
こ
れ
を
任
命
す
る
。

③
最
高
裁
判
所
判
事
の
任
免
は
、
天
皇
が
こ
れ
を
認
証
す
る
。

④
最
高
裁
判
所
長
官
及
び
最
高
裁
判
所
判
事
の
任
命
は
、
国
民
の
審
査
に
関

す
る
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
民
の
審
査
に
付
さ
れ
る
。

（
昭
二
三
法
一
・
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条
最
高
裁
判
所
長
官
は
、
内
閣
の
指
名
に
基
い
て
、
天
皇
が
こ
れ

（
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
免
）

ぐ

、

四
検
察
官

五
弁
護
士

六
別
に
法
律
で
定
め
る
大
学
の
法
律
学
の
教
授
又
は
准
教
授

②
五
年
以
上
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
職
の
一
若
し
く
は
二
に
在

っ
た
者
又
は
十
年
以
上
同
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
の
一
若

し
く
は
二
以
上
に
在
っ
た
者
が
判
事
補
、
裁
判
所
調
査
官
、
最
高
裁
判
所
事

務
総
長
、
裁
判
所
事
務
官
、
司
法
研
修
所
教
官
、
裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所

教
官
、
法
務
省
の
事
務
次
官
、
法
務
事
務
官
又
は
法
務
教
官
の
職
に
在
っ
た

と
き
は
、
そ
の
在
職
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
同
項

第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
の
在
職
と
み
な
す
。

③
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
三
号
乃
至
第
五
号
及
び

前
項
に
掲
げ
る
職
に
在
っ
た
年
数
は
、
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
後
の

年
数
に
限
り
、
こ
れ
を
当
該
職
に
在
っ
た
年
数
と
す
る
。

④
三
年
以
上
第
一
項
第
六
号
の
大
学
の
法
律
学
の
教
授
又
は
准
教
授
の
職
に

在
っ
た
者
が
簡
易
裁
判
所
判
事
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
の
職
に
就
い
た
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
簡
易
裁
判
所
判
事
、
検
察
官
（
副
検
事
を
除
く
。
）
又

は
弁
護
士
の
職
に
在
っ
た
年
数
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
こ
れ
を
適

用
し
な
い
。（
昭
二
三
法
一
・
昭
一
三
法
一
九
五
・
昭
二
三
法
二
六
○
・
昭
二
四

法
一
三
六
・
昭
二
五
法
九
六
・
昭
二
七
法
二
六
八
・
平
一
六
法
八
・

平
一
七
法
八
三
・
一
部
改
正
）

（
高
等
裁
判
所
長
官
及
び
判
事
の
任
命
資
格
）

第
四
十
二
条
高
等
裁
判
所
長
官
及
び
判
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
の
一

〈

-34-



●

○教育公務員特例法（昭和24年法律第1号）
※昭和58年当時のもの

⑧
7
～

(抄）

ー

'。 可

局
長
は
心
大
学
梼
烈
振
側
の
撫
炎
の
紬
架

に
よ
る
の
で
な
け
れ
寂
、
懲
戒
処
分
諾
愛

吟
る
こ
と
朧
な
い
。

２
筑
五
朧
筑
二
噸
か
ら
鋪
班
調
ま
で
の
規

定
は
、
前
項
の
群
究
の
鍔
合
に
準
用
ナ

テ
谷
。

。
■
Ｂ
ｐ
ｆ
ｐ
ｐ
ｐ
“
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
．
凸
■
●
二
■
２
■
■
■
口
■
■
■
■
■
Ｄ
■
０
１
０
０
■
■
■
口
■
弓
△
９
９
。
■
△
、
４
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｕ
■
ｑ
Ｄ
Ｕ
β
Ｑ
，
Ｂ
－
Ｆ
Ｄ
Ｇ
口
皇
ｂ
■
Ｑ
〃
■
■
田
伍
ｑ
紐
呈
ｑ
ｒ
Ｑ
０
■
■

（
任
命
権
者
）

罫
↓
（
休
職
の
期
臓
〉

第
七
峰
学
憂
、
叡
負
及
び
郷
燭
長
の
仲
灘

の
期
間
は
、
心
牙
の
欽
障
の
た
め
長
期
の

休
蕊
を
饗
す
る
鶉
合
の
休
職
に
お
い
て

は
、
釧
々
の
甥
合
腫
つ
い
て
も
大
難
癖
理

縦
側
が
定
め
ろ
。

（
鰄
期
及
び
停
年
）
・

第
八
焼
学
長
及
び
郁
腕
蕊
の
膝
期
に
つ
い

て
は
，
大
学
締
珂
纐
閲
が
定
め
ろ
。

２
戟
負
の
体
年
に
つ
い
て
は
、
大
学
祷
諏

姥
側
が
定
め
ろ
。

（
懲
戒
）

第
九
條
詐
裟
弼
、
・
敢
倒
及
び
部

（
動
湧
成
歓
の
解
定
）

第
十
二
条
学
長
や
歎
員
及
び
認
局
長
の
勧
誘
威
餓
の
騨
鱈
及
び
漂
定
の
絃
果

２
繭
項
の
溺
務
成
波
の
評
定
は
、
大
学
管
理
穣
関
が
定
め
る
韮
準
に
尖
り
、

退
匿
及
び
懲
斌
錐
分
は
、
大
学
管
塞
瞳
闘
の
串
田
に
韮
い
て
、
任
命
職
者
が

‐
詞
引
１

（
畷
湾
）

第
十
一
象
国
立
大
学
の
学
長
、
歎
興
及
び
部
局
長
の
職
務
に
つ
い
て
。
鬮
豪

公
務
員
塗
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
銘
九
十
六
条
第
一
項
の
譲

末
蕊
率
の
爽
誇
に
関
し
必
要
な
率
項
は
、
同
法
第
九
十
七
議
か
ら
鰯
百
五
条

ま
で
に
定
め
る
も
の
を
除
い
て
は
、
大
学
祷
理
松
脚
が
定
め
る
。

２
公
立
大
学
の
学
長
、
段
員
及
び
誘
局
長
の
服
務
に
つ
い
て
、
埴
方
公
務
典

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
錦
二
百
六
十
一
号
）
錫
三
十
灸
の
投
本
茶
準
の
実

施
腿
関
し
必
要
な
率
菰
は
、
第
二
十
一
条
の
三
露
一
項
並
び
に
地
方
公
務
員

注
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
五
条
室
ぞ
、
露
三
十
七
鐙
及
び
第
三
十
八
条
に

定
め
る
も
の
を
験
い
て
は
、
大
学
管
理
稔
関
が
定
め
る
。

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
応
じ
た
措
詮
は
、
大
学
管
理
棲
関
が
行
う
。

第
二
画
大
学
以
外
の
学
校
の
校
長
及
び
歌
風

大
学
の
学
憂
、
較
員
及
び
都
局
長
の
任
飼
、
免
職
、
休
職
、
復
職
、

く

１
－
１

（
休
職
の
獺
砺
及
び
勅
巣
）

第
十
四
衆
狡
畏
及
び
敷
貝
の
休
職
の
娚
鵠
は
、
結
按
健
霊
感
の
た
め
長
甥
の

休
蕊
を
要
す
る
授
合
の
休
職
に
お
い
て
は
、
溝
二
年
と
す
る
．
低
し
、
任
命

鞭
考
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
醒
め
る
と
き
は
、
予
算
の
範
蔑
内
に
お
い

て
、
そ
の
休
職
の
掴
腿
を
猫
三
年
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

２
前
項
の
親
定
に
よ
る
休
職
者
に
は
、
そ
の
休
職
の
鋼
間
中
．
紛
与
の
全
額

を
支
諾
す
る
。

第
十
五
豪
削
除

第
三
節
教
浦
憂
及
び
専
門
的
敬
奮
職
員

（
採
閉
及
び
外
征
の
方
嫉
）

第
十
六
蒙
戟
育
耀
〈
埴
方
歎
脊
行
政
の
窺
識
及
び
遜
徹
に
認
す
る
法
律
露
十

六
条
鰯
三
項
の
説
蝿
に
よ
り
敦
宥
露
興
会
の
委
貝
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
る

歓
淘
姪
證
諒
く
雪
の
輝
鴫
は
、
遥
毒
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
選
考
達
当

該
教
育
塗
災
会
が
行
う
．

２
専
糊
的
綾
浦
識
風
の
孫
畑
及
び
外
任
建
謹
考
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の

選
考
は
、
当
餓
敦
蒋
黍
貝
会
の
歓
汀
菱
が
行
う
．

（
錘
件
附
任
別
）

第
十
三
条
の
二
鑪
方
敏
苛
行
政
の
詞
識
及
び
遂
鴛
に
関
す
る
灌
律
（
鰯
和
三

十
一
年
法
律
難
百
六
十
二
号
）
鍾
潤
十
条
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
公
立
学

控
〈
大
学
及
び
商
等
専
門
学
狡
を
除
く
。
以
下
こ
の
集
に
お
い
て
同
じ
達
の

校
煙
又
は
数
頁
で
地
方
公
諮
負
注
莱
二
十
二
象
第
一
雲
の
鏡
定
に
よ
り
正
式

径
用
に
な
っ
て
い
る
看
が
、
引
き
識
き
何
一
議
逮
府
羅
内
の
公
立
学
該
の
技

長
又
は
敬
員
に
任
用
さ
れ
た
溌
合
に
は
、
そ
の
任
殖
に
つ
い
て
は
、
同
条
同

調
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

第
十
三
蒙
按
長
の
讓
閉
並
び
に
歎
鼠
の
採
用
及
び
昇
任
は
、
迩
考
に
よ
る
も

の
と
し
、
そ
の
運
毒
は
、
大
学
附
滋
の
学
校
に
あ
っ
て
は
そ
の
大
学
の
学

妥
、
大
学
附
殴
の
学
談
以
外
の
瞳
文
学
族
に
あ
っ
て
ば
文
部
大
臣
、
大
学
購

睦
の
学
談
以
外
の
公
立
学
挟
に
あ
っ
て
は
そ
の
校
長
及
び
教
災
の
任
命
挺
者

で
あ
る
敦
宵
委
員
会
の
敦
育
髪
が
行
う
。

２
文
部
大
巨
は
、
前
衷
の
蕊
考
の
権
震
を
狡
装
に
髪
任
す
る
こ
と
が
で
き

》
毎
．
。

く

に
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※平成13年4月1日施行時のもの

○
教
育
公
務
員
特
例
法

改
正

同
三
○
年
八
月
五
日
同
第
一
二
五
号

同
三
一
年
六
月
一
四
日
同
第
一
五
二
号

同
三
一
年
六
月
三
○
日
同
第
一
六
三
号

同
三
一
年
一
二
月
一
八
日
同
第
一
七
五
号

同
三
二
年
六
月
一
日
同
第
一
四
七
号

同
三
六
年
五
月
一
九
日
同
第
八
七
号

同同同同同同同 昭
和
二
四
年
五
月
三
一
日
法
律
第
一
四
八
号

二
九
年

二
九
年

二
九
年

二
九
年
五
月
二
九
日
同
第
一
三
一
号

二
六
年
一
二
月
二
四
日
同
第
三
一
八
号

二
六
年

二
五
年

六
月
一
四
日
同
第
一
八
一
号

一
ハ
ロ
洞

｝
ハ
ロ
河

六
月
一
六
日
同
第
二
四
一
号

五
月
一
六
日
同
第
一
八
四
号

（
昭
和
二
十
四
年
一
月
十
二
日
）

く
三
日
同
第
一
五
九
号

三
日
同
第
一
五
六
号

第
二
次
吉
田
内
閣

第
四
回
通
常
国
会

（
法
律
第
一
号
）

く

同
五
二
年
五
月
二
日
同
第
二
九
号

同
五
五
年
三
月
三
一
日
同
第
一
四
号

同
五
六
年
四
月
一
四
日
同
第
二
三
号

同
五
八
年
一
二
月
二
日
同
第
七
八
号

同
六
三
年
五
月
三
一
日
同
第
七
○
号

平
成
三
年
四
月
二
日
同
第
二
三
号

同
五
一
年
五
月
二
五
日
同
第

同
五
○
年
七
月
二
日
同
第
五
九
号

同 同
四
九
年

同
四
八
年
九
月
二
九
日
同
第
一
○
三
号

同
四
七
年

同
四
六
年

同
四
四
年
六
月
九
日
同
第
四
○
号

同 同
四
○
年
五
月
一
八
日
同
第
七
一
号

同
四
○
年
五
月
一
八
日
同
第

同
四
○
年

同

四
九
年

四
三
年

三
六
年

六
月
七
日
同
第
八
一
号

｛
ハ
ロ
洞

五
月
三
月
三
一
日
同
第

六
月
一
五
日
同
第
九
九
号

六
月
一
七
日
同
第
一
四
五
号

三
月
三
一
日
同
第

一
日
同
第
七
○
号

一
日
同
第

二
五
号

二
六
号

一

一

一

一

一

号

六
九
号

一
六
号
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（
身
分
）

’
第
三
条

論
、
助
教
諭
、
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
及
び
講
師
（
常
時
勤
務
の
者
及
び
国

家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項

に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
又
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務

の
職
を
占
め
る
者
に
限
る
。
第
二
十
条
の
二
第
三
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）

を
い
浄
フ
。

函
こ
の
法
律
で
「
部
局
長
」
と
は
、
大
学
の
副
学
長
、
学
部
長
そ
の
他
政
令
で

指
定
す
る
部
局
の
長
を
い
う
。

今
こ
の
法
律
で
「
評
議
会
」
と
は
、
国
立
大
学
に
あ
っ
て
は
国
立
学
校
設
置
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第
七
条
の
三
に
規
定
す
る
評
議
会
を
い

い
、
公
立
大
学
に
あ
っ
て
は
そ
の
大
学
を
設
置
す
る
地
方
公
共
団
体
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
学
長
、
学
部
長
そ
の
他
の
者
で
構
成
す
る
会
議
を
い
う
。

画
こ
の
法
律
で
「
専
門
的
教
育
職
員
」
と
は
、
指
導
主
事
及
び
社
会
教
育
主
事

を
い
う
。

（
昭
二
四
法
一
四
八
・
昭
二
六
法
二
四
一
・
昭
四
八
法
一
○
三
・
昭
四

九
法
七
○
・
昭
六
三
法
七
○
・
平
二
法
五
五
・
平
二
法
八
三
・

平
二
法
一
○
七
・
一
部
改
正
）

国
立
学
校
の
学
長
、
校
長
、
教
員
及
び
部
局
長
は
国
家
公
務
員
、
公

く

青
職
員
は
地
方
公
務
員
と
し
て
の
身
分
を
有
す
る
。

第
二
章
任
免
、
分
限
、
懲
戒
及
び
服
務

第
一
節
大
学
の
学
長
、
教
員
及
び
部
局
長

（
採
用
及
び
昇
任
の
方
法
）

第
四
条
学
長
及
び
部
局
長
の
採
用
並
び
に
教
員
の
採
用
及
び
昇
任
は
、
選
考

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

画
学
長
の
採
用
の
た
め
の
選
考
は
、
人
格
が
高
潔
で
、
学
識
が
優
れ
、
か
つ
、

教
育
行
政
に
関
し
識
見
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
、
評
議
会
（
評
議
会
を
置
か
な

い
大
学
に
あ
っ
て
は
、
教
授
会
。
以
下
同
じ
。
）
の
議
に
基
づ
き
学
長
の
定
め

る
基
準
に
よ
り
、
評
議
会
が
行
う
。

“
学
部
長
の
採
用
の
た
め
の
選
考
は
、
当
該
学
部
の
教
授
会
の
議
に
基
づ
き
、

学
長
が
行
う
。

心
学
部
長
以
外
の
部
局
長
の
採
用
の
た
め
の
選
考
は
、
評
議
会
の
議
に
基
づ
き

学
長
の
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
学
長
が
行
う
。

、
教
員
の
採
用
及
び
昇
任
の
た
め
の
選
考
は
、
評
議
会
の
議
に
基
づ
き
学
長
の

定
め
る
基
準
に
よ
り
、
教
授
会
（
国
立
学
校
設
置
法
第
二
章
の
二
の
規
定
に
よ

り
そ
の
組
織
が
定
め
ら
れ
た
大
学
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
。
第
十
二
条

第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
に
基
づ
き
学
長
が
行
う
。

険
の
学
長
、
校
長
、
議
員
及
び
割
局
長
並
び
に
診
青
長
及
び
専
門
虻
鐵

く
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第
十
条
大
学
の
学
長
、
教
員
及
び
部
局
長
の
任
用
免
職
、
休
職
、
復
職
、

退
職
及
び
懲
戒
処
分
は
、
学
長
の
申
出
に
基
づ
い
て
、
任
命
権
者
が
行
う
。

（
平
二
法
五
五
・
｜
部
改
正
）

（
服
務
）

第
十
一
条
国
立
大
学
の
学
長
、
教
員
及
び
部
局
長
の
服
務
に
つ
い
て
、
国
家

公
務
員
法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
根
本
基
準
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

同
法
第
九
十
七
条
か
ら
第
百
五
条
ま
で
又
は
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
定
め
る
も
の
を
除
い
て
は
、
評
議
会
の
議
に
基

す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
範
囲
内
で
」
と
あ
る
の
は
「
範
囲
内
で
教
授
会
の

議
に
基
づ
き
学
長
が
定
め
る
期
間
を
も
っ
て
」
と
す
る
。

（
平
二
法
一
○
七
・
全
改
）

（
懲
戒
）

第
九
条
学
長
、
教
員
及
び
部
局
長
は
、
学
長
及
び
教
員
に
あ
っ
て
は
評
議
会
、

部
局
長
に
あ
っ
て
は
学
長
の
審
査
の
結
果
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
懲
戒
処

分
を
受
け
る
こ
と
ば
な
い
。

画
第
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
審
査
の
場
合
に
準
用

す
る
。

（
昭
二
六
法
二
四
一
・
平
二
法
五
五
・
一
部
改
正
）

（
任
命
権
者
）

ぐ

づ
き
学
長
が
定
め
る
。

画
公
立
大
学
の
学
長
、
教
員
及
び
部
局
長
の
服
務
に
つ
い
て
、
地
方
公
務
員
法

第
三
十
条
の
根
本
基
準
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
第
二
十
一
条
の
四

第
一
項
並
び
に
同
法
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
及

び
第
三
十
八
条
に
定
め
る
も
の
を
除
い
て
は
、
評
議
会
の
議
に
基
づ
き
学
長

が
定
め
る
。（

昭
二
六
法
二
四
一
・
昭
二
九
法
一
五
六
・
昭
四
○
法
七
一
・
平
二

法
五
五
・
平
二
法
八
三
・
平
二
法
一
○
七
・
平
二
法
一
二
九
・

一
部
改
正
）

（
勤
務
成
績
の
評
定
）

第
十
二
条
学
長
、
教
員
及
び
部
局
長
の
勤
務
成
績
の
評
定
及
び
評
定
の
結
果

に
応
じ
た
措
置
は
、
学
長
に
あ
っ
て
は
評
議
会
、
教
員
及
び
学
部
長
に
あ
っ

て
は
教
授
会
の
議
に
基
づ
き
学
長
、
学
部
長
以
外
の
部
局
長
に
あ
っ
て
は
学

長
が
行
う
。

画
前
項
の
勤
務
成
績
の
評
定
は
、
評
議
会
の
議
に
基
づ
き
学
長
が
定
め
る
基
準

に
よ
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
二
法
五
五
・
一
部
改
正
）

第
二
節
大
学
以
外
の
学
校
の
校
長
及
び
教
員

（
採
用
及
び
昇
任
の
方
法
）〈
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’
四
そ
の
他
海
岸
の
保
全
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ
る
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
行
う
こ

皿
〆
』
ロ

２
海
岸
管
理
者
は
、
前
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
規

定
又
は
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
る
と
き

は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を

公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
廃
止
す
る
と
き

も
、
同
様
と
す
る
。

３
前
項
の
指
定
又
は
そ
の
廃
止
は
、
同
項
の
公
示
に
よ

っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
十
七
条
の
七
一
般
公
共
海
岸
区
域
に
新
た
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
っ
た
際
現
に
当
該
一
般
公
共
海
岸
区
域

・
内
に
お
い
て
権
原
に
基
づ
き
施
設
又
は
工
作
物
を
設
置

（
工
事
中
の
場
合
詮
含
む
Ｊ
し
て
い
る
者
は
八
従
前
と

、
同
様
の
条
件
に
よ
り
、
当
該
施
設
又
は
工
作
物
の
設
置

に
つ
い
て
第
三
十
七
条
の
四
又
は
第
三
十
七
条
の
五
の

規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
一
般
公

共
海
岸
区
域
に
新
た
に
該
当
す
る
こ
と
ど
な
っ
た
際
現

に
当
該
一
般
公
共
海
岸
区
域
内
腱
お
い
て
権
原
に
基
づ

き
同
条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
っ
て

い
る
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

第
三
十
七
条
の
八
第
十
条
第
二
項
、
第
十
一
条
か
ら
第

十
二
条
の
二
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十

四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
一
条
及

び
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
一

般
公
共
海
岸
区
域
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
十
条
第
二
項
、
第
十
一
条
並
び
に
第
十
二

条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
と
あ
る

・
の
は
『
第
三
十
七
条
の
淫
と
、
第
十
条
第
二
項
並
び

に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
八
条
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
三
十
七
条
の
五
」
と
、
第
十
一
条
中

「
第
八
条
第
一
項
第
百
百
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
七

条
の
五
第
一
号
」
と
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
八
条

の
二
第
一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
七
条
の

六
第
一
項
篁
言
互
と
、
『
第
八
条
の
二
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
三
十
七
条
の
六
第
一
項
」
と
、
第
二
十
四

条
中
「
海
岸
保
全
区
域
台
帳
」
と
あ
る
の
は
亘
般
公

共
海
岸
区
域
台
帳
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
八
条
中
『
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
、
市
町

村
長
」
を
加
え
る
。

第
三
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
許
可
等
の
条
件
）

第
三
十
八
条
の
二
海
岸
管
理
者
は
、
こ
の
法
律
の
規
定

に
よ
る
許
可
又
は
承
認
に
は
、
海
岸
の
保
全
上
必
要
な

条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
条
件
は
、
許
可
又
は
承
認
を
受
け
た
者
に
対

し
、
不
当
な
義
務
を
謀
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。

第
三
十
九
条
の
二
第
筐
項
第
一
号
中
「
若
し
く
は
第
八

条
第
一
項
」
を
「
、
第
八
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
の
四

若
し
く
は
第
三
十
七
条
の
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
第
二
項
」
の
下
に
只
第
三
十
七
条
の
八
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
四
十
条
第
一
項
第
五
号
中
『
海
岸
保
全
区
域
」
を
「
海

岸
保
全
区
域
》
言
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、

同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
一
般
公
共
海
岸
区
域
の
う
ち
、
第
三
十
七
条
の
三

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
区
域
の
管
理
者
が
管
理

す
る
も
の
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
前
各
号
の

規
定
に
よ
り
特
定
区
域
に
関
す
る
事
項
を
所
掌
す
る

大
臣

第
四
章
中
第
四
十
条
の
こ
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

ヲ
⑥
。

（
経
過
措
置
）
・

第
四
十
条
の
三
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
政
令
又
は

主
務
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
政
令
又
は
主
務
省
令
で
、
そ
の
制
定

又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲

内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経

過
措
置
を
含
む
Ｊ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
一
条
中
「
第
七
条
第
一
項
又
は
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
違
反
し
た
」
を
「
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
」

に
、
ヱ
１
万
円
』
芝
『
五
十
万
円
』
に
改
め
、
同
条
に
次
の

各
号
を
加
え
る
。

一
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
海
岸
保
全
区

域
を
占
用
し
た
者

二
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
各
号
の

一
に
該
当
す
る
行
為
還
し
た
者

三
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
海
岸
管

理
者
が
管
理
す
る
海
岸
保
全
施
設
を
損
傷
し
、
又
は

汚
損
し
た
者

第
四
十
二
条
中
「
五
万
円
」
を
「
三
十
万
円
」
に
改
め
、

第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条

第一号中「第十八条第六項」の下に「（第三十七条の八において準用する場合を含む。ごを加え、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

一
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
各

号
の
一
に
該
当
す
る
行
為
を
し
た
者
垂
則
条
第
三
号

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

第
四
十
二
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

ｒ
、

五
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
一
般
公
共

海
岸
区
域
を
占
用
し
た
者

六
第
三
十
七
条
の
五
の
規
定
に
違
反
し
て
同
条
各
号

の
一
に
該
当
す
る
行
為
を
し
た
者

七
第
三
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同

項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
行
為
を
し
た
者

附
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

芝
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
七
条
の
二
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
海
岸
保
全
基
本
計
画
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
こ
の
法
律
に
よ
る

改
正
後
の
海
岸
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条

の
三
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
海
岸
保
全
区
域
に
つ
い
て

海
岸
保
全
基
本
計
画
が
定
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い

て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る

改
正
前
の
海
岸
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
当
該

海
岸
保
全
区
域
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
海
岸
保
全

施
設
の
整
備
に
関
す
る
基
本
計
画
を
、
新
法
第
二
条
の

三
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
海
岸
保
全
区
域
に
つ
い
て
定

め
ら
れ
た
海
岸
保
全
基
本
計
画
と
み
な
す
。

（
一
般
公
共
海
岸
区
域
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
一
般
公
共
海
岸
区

域
内
に
お
い
て
権
原
に
基
づ
き
施
設
又
は
工
作
物
を
設

置
（
工
事
中
の
場
合
を
含
む
。
）
し
て
い
る
者
は
、
従
前

と
同
様
の
条
件
に
よ
り
、
当
該
施
設
又
は
工
作
物
の
設

置
に
つ
い
て
第
三
十
七
条
の
四
又
は
第
三
十
七
条
の
五

の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の

法
律
の
施
行
の
際
現
に
一
般
公
共
海
岸
区
域
内
に
お
い

て
権
原
に
基
づ
き
同
条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

行
為
を
行
っ
て
い
る
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
治
水
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
）

第四条治水特別会計法（昭和三十五年法律第四・十号）の一部を次のように改正する。

第
一
条
第
二
項
第
二
号
中
「
の
新
謹
改
良
又
は
災

害
復
旧
」
を
削
り
、
『
第
九
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

海
岸
法
第
三
十
七
条
の
三
を
、
．
級
河
川
」
の
下
に

「
又
は
海
岸
保
全
区
域
」
を
加
え
る
。

（
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条
災
害
対
第
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二

百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

く

念
手
赫
辱
塾
買
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条
単
鈴
睡
叡
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
塗
工
坐
ハ

量
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
五
条
の
こ
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
十
五
条
の
三
太
字
は
、
↓
公
印
大
臣
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
『
当
該
窓
字
の
坐
生
（
第
五
十
五
条
第

二
項
に
規
定
す
る
課
程
に
＃
垂
霞
す
る
も
の
を
除
く
。
）

で
当
畢
寧
窓
字
に
三
年
（
同
冬
第
一
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
修
業
年
限
を
四
年
を
超
え
る
も
の
と
す
る

学
部
の
堂
生
に
あ
っ
て
は
、
三
年
以
上
で
文
部
犬
臣

の
定
め
る
期
間
）
以
上
在
学
し
た
も
の
（
こ
れ
に
準

ず
る
も
の
と
し
て
ず
蔀
大
臣
の
定
め
る
者
を
含
む
。
）

が
、
卒
業
の
要
件
と
し
て
当
鍬
大
学
の
定
め
る
単
位

を
優
秀
な
成
頴
で
悠
得
し
た
と
認
め
る
爆
苔
に
は
、

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
卒
業
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
八
条
第
二
項
中
「
副
学
長
」
の
下
に
「
、
学

部
長
』
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
掌
り
」
を
「
つ
か

さ
ど
り
』
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。
学
部
長
は
、
学
部
に
関
す
る
校
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
六
圭
土
ハ
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
律
第
五
十
五
号

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 第

四
十
一
条
第
四
号
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
海
岸
保
全
施
設
の
整
備
に
関
す
る
基
本
計
画
」

種
『
第
二
条
の
三
第
一
項
の
海
岸
保
全
基
本
計
画
」
に

改
め
る
。

（
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八

‐
工
合
写
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
，
エ
ハ
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
条
第
二
項
」

を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

農
林
水
産
大
臣
中
川
昭
一

‐
運
輸
大
臣
川
崎
二
郎

郵
政
大
臣
野
田
聖
子

建
設
大
臣
関
谷
勝
嗣

内
閣
総
理
大
臣
小
渕
恵
三

御
名
御
璽

平
成
十
一
年
五
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣
小
渕
恵
三

－39－
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第
二
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
こ
の
法
律
で
「
評
議
《
否
と
ば
、
国
立
大
学
に
あ

っ
て
は
国
立
学
校
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
五
十
号
）
第
七
条
の
三
に
規
定
す
る
評
議
会
を
い

い
、
公
立
大
学
に
あ
っ
て
は
そ
の
大
学
を
設
置
す
る

地
方
公
共
団
体
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
学
長
、
学

部
長
そ
の
他
の
者
で
構
成
す
る
会
議
を
い
う
。

第
四
条
第
一
項
中
「
と
し
、
そ
の
選
考
は
、
大
学
管

理
機
関
が
行
う
」
を
「
と
す
る
』
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
『
前
項
の
選
考
は
、
学
長
に
つ
い
て
は
」
を
塁
手

長
の
採
用
の
た
め
の
選
考
は
」
に
、
「
す
ぐ
れ
、
且
つ
」

を
「
優
れ
、
か
己
に
、
「
大
学
管
理
機
関
の
定
め
る
基

準
に
よ
り
、
学
部
長
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
部
の
教
授

会
の
議
に
基
き
、
教
員
及
び
学
部
長
以
外
の
部
局
長
に

つ
い
て
は
、
大
学
管
理
機
関
の
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
．

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
『
評
議
会
（
評
議
会
を
⑳

置
か
な
い
大
学
に
あ
っ
て
は
、
教
授
会
。
以
下
同
じ
。
）

の
議
に
基
づ
き
学
長
の
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
評
議
会

が
行
己
に
改
め
、
同
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

３
学
部
長
の
採
用
の
た
め
の
選
考
は
、
当
該
学
部
の

教
授
会
の
議
に
基
づ
き
、
学
長
が
行
》
Ｚ

４
学
部
長
以
外
の
部
局
長
の
採
用
の
た
め
の
選
考

は
、
評
議
会
の
議
に
基
づ
き
学
長
の
定
め
る
基
準
に

よ
り
、
学
長
が
行
う
。

５
教
員
の
採
用
及
び
昇
任
の
た
め
の
選
考
は
、
評
議

会
の
議
に
基
づ
き
学
長
の
定
め
る
基
準
に
よ
り
§
教

授
会
（
国
立
学
校
設
置
法
第
二
章
の
こ
の
規
定
に
よ

り
そ
の
組
織
が
定
め
ら
れ
た
大
学
に
あ
っ
て
は
、
人

事
委
員
会
。
第
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
Ｊ
の

議
に
基
づ
き
学
長
が
行
う
。

（
国
立
大
学
等
の
運
営
の
基
準
）

第
七
条
の
七
国
立
大
学
及
び
国
立
短
期
大
学
は
、
当

該
国
立
大
学
又
は
国
立
短
期
大
学
の
教
育
研
究
上
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
学
部
そ
の
他
の
組
織
の
一

体
的
な
運
営
に
よ
り
、
そ
の
機
能
を
総
合
的
に
発
揮

す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
教
育
研
究
等
の
状
況
の
公
表
）

第
七
条
の
八
国
立
大
学
及
び
国
立
短
期
大
学
は
、
文

部
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
国
立
大
学

又
は
国
立
短
期
大
学
の
教
育
及
び
研
究
並
び
に
組
織

及
び
運
営
の
状
況
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
第
一
項
中
里
公
子
管
理
機
関
」
を
「
評
議

会
の
識
に
基
づ
き
学
長
』
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第

二
十
一
条
の
三
第
一
項
並
び
に
地
方
公
務
員
法
」
を
『
第

二
十
一
条
の
四
第
一
項
並
び
に
同
法
」
に
、
ヱ
〈
学
管
理

機
関
」
を
暴
悪
腔
云
の
識
に
基
づ
き
学
長
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
大
学
管
理
機
関
」
を
「
学
長

に
あ
っ
て
は
評
議
会
、
教
員
及
び
学
部
長
に
あ
っ
て
は

教
授
会
の
議
に
基
づ
き
学
長
、
学
部
長
以
外
の
部
局
長

に
あ
っ
て
は
学
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
大
学

管
理
機
関
」
を
「
評
議
会
の
議
に
基
づ
き
学
宮
書
に
改

め
る
。第
二
十
二
条
中
員
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十

国
写
」
茜
削
る
。

第
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
削
除

附
則

（
施
行
期
［
巳

１
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。 ６

前
項
の
選
考
に
つ
い
て
教
授
会
が
審
議
す
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
教
授
会
が
置
か
れ
る
組
織
の
長
は
、

当
該
大
学
の
教
員
人
事
の
方
針
を
踏
ま
え
、
そ
の
選

考
に
関
し
、
教
授
会
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
大
学
管
理
機
関
」
を
「
学
長
及

び
教
員
に
あ
っ
て
は
評
議
会
、
部
局
長
に
あ
っ
て
は
学

長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
大
学
管
理
機
関
」
を

暴
悪
堅
云
及
び
学
潭
苫
に
、
通
「
つ
て
は
」
を
「
当
た
っ

て
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
大
学

管
理
機
関
」
を
『
評
議
会
及
び
学
匿
醤
に
改
め
、
同
条

第
五
項
中
「
大
学
管
理
機
関
」
を
「
学
長
及
び
教
員
に

あ
っ
て
は
評
議
会
１
部
局
長
に
あ
っ
て
は
学
匡
醤
に
改

め
る
。
第
六
条
第
一
項
中
「
大
学
管
理
機
関
」
を
「
学
長
及

び
教
員
に
あ
っ
て
は
評
溌
会
、
部
局
長
に
あ
っ
て
は
学

長
」
に
改
め
る
。

第
七
条
及
び
第
八
条
中
「
大
学
管
理
機
関
』
を
「
評

議
会
の
謎
に
基
づ
き
学
屋
雪
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
大
学
管
理
機
関
』
を
「
学
長
及

び
教
員
に
あ
っ
て
は
評
議
会
、
部
局
長
に
あ
っ
て
は
学

匿
喜
に
改
め
る
。

い
て
」
を
思
挙
づ
い
て
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
里
〈
学
管
理
機
関
」
を

ぐ

浬
手
馬
匿
に
、
恩
垂

２
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
教
育
法
第
五

十
五
条
の
三
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
か

ら
引
き
続
き
大
学
に
在
学
す
る
者
（
同
日
前
に
大
学
に

在
学
し
、
同
日
以
後
に
再
び
大
学
に
在
学
す
る
こ
と
と

な
っ
た
者
の
う
ち
、
文
部
大
臣
の
定
め
る
者
を
含
む
。
）

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
け
る
外
国
人
教
員
の
任

用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

３
国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
け
る
外
国
人
教
員
の
任

用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第

八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
及
び
第
三
条
第
二
項
中
「
大
学
管
理

機
関
」
を
「
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
一
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
評
議
会
（
評

議
会
を
置
か
な
い
大
学
に
あ
っ
て
は
、
教
授
会
）
の
議

に
基
づ
き
学
長
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
項
番
号
を
削

壺
（
回
ｐ（
大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

正
）

４
大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年

法
律
第
八
十
一
盲
写
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
里
〈
学
管
理
機
関
（
教
育
公
務
員

特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
大
学
管
理
機
関
を
い
い
、
同
法
第
二
十

五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

も
の
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
Ｊ
は
」
を
「
学
長

は
、
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一

号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
評
議
会
（
評
議
会
を

産
か
な
い
大
学
に
あ
っ
て
は
、
教
授
会
）
の
議
に
基
づ

き
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
大
学
管
理
機
関
」
を

塁
手
長
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
尋
念
》
管
理
機
関
（
教
育
公
務
員
特
例
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規

定
す
る
大
学
管
理
機
関
を
い
い
、
同
法
第
二
十
五
条
第

一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
も
の
を

含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
文
部

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
任
命
権
者
上
を
「
学
長

は
、
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一

量
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
評
議
会
（
評
議
会
を

置
か
な
い
大
学
に
あ
っ
て
は
、
教
授
会
）
の
議
に
基
づ

き
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
任
命
権
者
は
上
に
、
「
「
大
学
管
理
機
関
上
を
．
学

長
上
に
改
め
る
。

文
部
大
臣
有
馬
朗
人

内
閣
総
理
大
臣
小
渕
恵
三

念
鳶
盗
塁
蔦
活
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
渦
蕊
温
邑

〈

法
律
第
五
圭
上
ハ
号

国
民
金
融
公
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

国
民
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
四
十
九
口
豆

の
一
部
詮
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
民
生
活
金
融
公
庫
法

目
次
中
「
第
二
十
七
条
」
を
「
第
二
十
七
条
の
二
」
に
、

「
第
三
十
条
」
を
「
第
三
十
条
の
三
」
に
、
「
第
四
十
九
条
』

｜
を
議
講
辨
鍜
羅
曾
。

（
畠
）

一
第
一
条
国
民
生
活
金
融
公
庫
は
、
独
立
し
て
継
続
が
可

能
な
事
業
に
つ
い
て
当
該
事
業
の
経
営
の
安
定
を
図
ろ

た
め
の
資
金
、
環
境
衛
生
関
係
の
営
業
に
つ
い
て
衛
生

水
準
を
高
め
る
た
め
の
資
金
そ
の
他
の
資
金
で
あ
っ

て
、
一
般
の
金
融
機
関
か
ら
そ
の
融
通
を
受
け
る
こ
と

を
困
難
と
す
る
国
民
大
衆
が
必
要
と
す
る
も
の
を
供
給

し
、
も
っ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
及
び
公
衆
衛
生

そ
の
他
の
国
民
生
活
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

第
二
条
中
「
国
民
金
融
公
庫
』
を
「
国
民
生
活
金
融
公

庫
』
に
改
め
、
「
公
法
上
の
」
を
削
り
や
後
段
を
削
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
”
大
蔵
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
」

通
削
る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条
削
除

第
五
条
第
一
項
中
三
百
億
円
と
す
る
」
を
「
二
千
四

百
十
九
億
千
四
百
万
円
と
し
、
政
府
が
そ
の
全
額
を
出
資

す
る
」
に
改
め
、
た
だ
し
書
芝
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び

第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
政
府
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
予
算
で

定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
公
庫
に
追
加
し
て

出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
公
庫
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
政
府
の
出
資
が
あ
っ

た
と
き
は
、
そ
の
出
資
額
に
よ
り
資
本
金
を
増
加
す
る

も
の
と
す
る
。

菫
ハ
条
第
一
項
中
墨
以
令
の
」
詮
。
政
令
で
」
に
改
め

る
。
第
八
条
中
「
国
民
金
融
公
庫
」
を
「
国
民
生
活
金
融
公
讓
雌
鼓
籠
雛
騨
蕊
鯏
鴫
雛
窪
箪

国
民
金
融
病
室
停
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に

公
一
叩
す
る
。

御
名
御
璽

平
成
十
一
年
五
月
二
十
八
日

・
内
閣
総
理
大
臣
小
渕
恵
三

-40-

毎
教
育
公
務
員
蒋
例
法
の

第
三
条

一
部
改
正
）

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

一
星
己
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



○
国
立
大
学
法
人
法

（
平
成
十
五
年
七
月
十
六
日
）

（
法
律
第
百
十
二
号
）

第
百
五
十
六
回
通
常
国
会

第
一
次
小
泉
内
閣

改
正
平
成
一
七
年
五
月
二
五
日
法
律
第
四
九
号

同
一
七
年
七
月
二
六
日
同
第
八
七
号

同
一
八
年
六
月
二
一
日
同
第
八
○
号

同
一
八
年
一
二
月
一
三
日
同
第
一
二
○
号

同
一
九
年
六
月
二
○
日
同
第
八
九
号

同
一
九
年
六
月
二
七
日
同
第
九
六
号

同
二
一
年
三
月
三
一
日
同
第
一
八
号

同
二
二
年
五
月
二
八
日
同
第
三
七
号

同
二
四
年
八
月
二
二
日
同
第
六
七
号

同
二
五
年
一
二
月
二
日
同
第
九
八
号

‐
同
二
六
年
六
月
一
三
日
同
第
六
七
号

同
二
六
年
六
月
二
七
日
同
第
八
八
号

同
二
七
年
五
月
二
七
日
同
第
二
七
号

同
二
七
年
六
月
二
四
日
同
第
四
六
号

同
二
八
年
五
月
一
八
日
同
第
三
八
号

同
三
○
年
五
月
二
三
日
同
第
二
六
号

国
立
大
学
法
人
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

国
立
大
学
法
人
法

く

第
一
章
総
則

第
一
節
通
則

（
目
的
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
大
学
の
教
育
研
究
に
対
す
る
国
民
の
要
請
に
こ
た
え

目
次第

一
章
総
則

第
一
節
通
則
（
第
一
条
’
第
八
条
）

第
二
節
国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
（
第
九
条
）

第
二
章
組
織
及
び
業
務

第
一
節
国
立
大
学
法
人

第
一
款
役
員
及
び
職
員
（
第
十
条
’
第
十
九
条
）

第
二
款
経
営
協
議
会
等
（
第
二
十
条
・
第
二
十
一
条
）

第
三
款
業
務
等
（
第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条
）

第
二
節
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人

第
一
款
役
員
及
び
職
員
（
第
二
十
四
条
’
第
二
十
六
条
）

第
二
款
経
営
協
議
会
等
（
第
二
十
七
条
・
第
二
十
八
条
）

第
三
款
業
務
等
（
第
二
十
九
条
）

第
三
章
中
期
目
標
等
（
第
三
十
条
’
第
三
十
一
条
の
四
）

第
四
章
財
務
及
び
会
計
（
第
三
十
二
条
’
第
三
十
四
条
の
三
）

第
五
章
指
定
国
立
大
学
法
人
（
第
三
十
四
条
の
四
’
第
三
十
四
条
の
八
）

第
六
章
雑
則
（
第
三
十
四
条
の
九
’
第
三
十
七
条
）

第
七
章
罰
則
（
第
三
十
八
条
’
第
四
十
一
条
）

附
則

く
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’
第
十
二
条
学
長
の
任
命
は
、
国
立
大
学
法
人
の
申
出
に
基
づ
い
て
、
文
部
科

科
学
省
令
で
定
め
る
書
類
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
監
事
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
国
立
大
学
法
人

の
子
法
人
（
国
立
大
学
法
人
が
そ
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
法
人
と
し
て
文

部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
対
し
て
事
業
の
報
告
を
求
め
、

又
は
そ
の
子
法
人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

８
前
項
の
子
法
人
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
報
告
又
は
調

査
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

９
監
事
は
、
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
学

長
又
は
文
部
科
学
大
臣
に
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
平
一
九
法
九
六
・
平
二
六
法
六
七
・
一
部
改
正
）

（
学
長
等
へ
の
報
告
義
務
）

第
十
一
条
の
二
監
事
は
、
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
が
不
正
の
行
為
を
し
、

若
し
く
は
当
該
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
こ
の
法

律
若
し
く
は
他
の
法
令
に
違
反
す
る
事
実
若
し
く
は
著
し
く
不
当
な
事
実
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
学
長
に
報
告
す
る
と
と
も

に
、
文
部
科
学
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
二
六
法
六
七
・
追
加
）

（
役
員
の
任
命
）

学
大
臣
が
行
う
。

２
前
項
の
申
出
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
委
員
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
委
員
各

く

同
数
を
も
っ
て
構
成
す
る
会
議
（
以
下
「
学
長
選
考
会
議
」
と
い
う
。
）
の

選
考
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
第
二
十
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
中
か
ら
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
経
営
協
議
会
に
お
い
て
選
出
さ
れ
た
者

二
第
二
十
一
条
第
二
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
の
中
か
ら
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
研
究
評
議
会
に
お
い
て
選
出
さ
れ
た
者

３
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
学
長
選
考
会
議
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
学
長
又
は
理
事
を
学
長
選
考
会
議
の
委
員
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
そ
の
数
は
、
学
長
選
考
会
議
の
委
員
の
総
数
の
三
分
の
一
を
超
え

て
は
な
ら
な
い
。

４
学
長
選
考
会
議
に
議
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め

ブ
（
》
◎

５
議
長
は
、
学
長
選
考
会
議
を
主
宰
す
る
。

６
こ
の
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
長
選
考
会
議
の
議
事
の
手
続
そ
の
他

学
長
選
考
会
議
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
学
長
選
考
会
議
に
諮
っ
て

定
め
る
。

７
第
二
項
に
規
定
す
る
学
長
の
選
考
は
、
人
格
が
高
潔
で
、
学
識
が
優
れ
、

か
つ
、
大
学
に
お
け
る
教
育
研
究
活
動
を
適
切
か
つ
効
果
的
に
運
営
す
る
こ

と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
学
長
選
考
会
議
が
定
め
る
基

準
に
よ
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
国
立
大
学
法
人
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
学
長
の
選
考
が
行
わ
れ
た
と
き

は
当
該
選
考
の
結
果
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
を
、
学
長
選
考

会
議
が
前
項
に
規
定
す
る
基
準
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
当
該
基
準

〈
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を
、
そ
れ
ぞ
れ
遅
滞
な
く
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
監
事
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
任
命
す
る
。

（
平
二
六
法
八
八
・
一
部
改
正
）

第
十
三
条
理
事
は
、
前
条
第
七
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
学
長
が
任

命
す
る
。

２
学
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
を
任
命
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
十
四
条
学
長
又
は
文
部
科
学
大
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
理
事
又
は
監
事
を
任
命

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
任
命
の
際
現
に
当
該
国
立
大
学
法
人
の
役
員
又

は
職
員
で
な
い
者
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
役
員
の
任
期
）

第
十
五
条
学
長
の
任
期
は
、
二
年
以
上
六
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
、
学
長
選
考
会
議
の
議
を
経
て
、
各
国
立
大
学
法
人
の
規
則
で
定
め
る
。

２
理
事
の
任
期
は
、
六
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
学
長
が
定
め
る
。
た
だ

し
、
理
事
の
任
期
の
末
日
は
、
当
該
理
事
を
任
命
す
る
学
長
の
任
期
の
末
日

以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
監
事
の
任
期
は
、
そ
の
任
命
後
四
年
以
内
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
う
ち

最
終
の
も
の
に
関
す
る
準
用
通
則
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同

項
の
財
務
諸
表
の
承
認
の
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
監
事
の
任
期

は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

４
役
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
役

員
が
そ
の
最
初
の
任
命
の
際
現
に
当
該
国
立
大
学
法
人
の
役
員
又
は
職
員
で

ぐ

は
、
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
公
務
員
で
政
令
で
定
め
る
者
は
、
非

常
勤
の
理
事
又
は
監
事
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
役
員
の
解
任
）

第
十
七
条
文
部
科
学
大
臣
又
は
学
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
任
命
に
係
る
役
員

が
前
条
の
規
定
に
よ
り
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
該
当
す
る
に
至

っ
た
と
き
は
、
そ
の
役
員
を
解
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
文
部
科
学
大
臣
又
は
学
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
任
命
に
係
る
役
員
が
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
、
そ
の
他
役
員
た
る
に
適
し
な
い
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
役
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
遂
行
に
堪
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二
職
務
上
の
義
務
違
反
が
あ
る
と
き
。

３
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
文
部
科
学
大
臣
又
は
学
長
は
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
任
命
に
係
る
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
の
職
務
の
執
行
が
適
当
で
な

い
た
め
当
該
国
立
大
学
法
人
の
業
務
の
実
績
が
悪
化
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、

そ
の
役
員
に
引
き
続
き
当
該
職
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
役
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
が
行
う
学
長
の
解
任
は
、
当
該
国

１

１

Ｉ

Ｉ

第
十
六
条
政
府
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
（
非
常
勤
の
者
を
除
く
。
）

な
か
っ
た
と
き
の
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
再
任
の
際
現
に

当
該
国
立
大
学
法
人
の
役
員
又
は
職
員
で
な
い
者
と
み
な
す
。

（
平
二
六
法
六
七
・
一
部
改
正
）

（
役
員
の
欠
格
条
項
）く
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［
本
号
中
の
学
校
教
育
法
第
四
条
に
関
す
る
部
分
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
該
当

条
項
は
な
い
。
］

○
学
校
教
育
法

改
正

同 同
三
七
年
九
月
一
五
日
同
第
一
六
一
号

同同同同同同 同
二
八
年
八
月
一
五
日
同
第
二
一
三
号

同同同同同同 昭
和
二
三
年
七
月
一
○
日
法
律
第
一
三
三
号

同

三
九
年

三
六
年
一
○
月
三
一
日
同
第
一
六
六
号

三
六
年
六
月
一
七
日
同
第
一
四
四
号

三
五
年

三
三
年
四
月
一
○
日
同
第

一
一
一
一
一

二
八
年
八
月

二
五
年
四
月
一
九
日
同
第
一
○
三
号

二
四
年
一
二
月
一
五
日
同
第
二
七
○
号

二
四
年

二
四
年

一
三
年
七
月
一
五
日
同
第
一
七
○
号

二
九
年

二
九
年年

（
昭
和
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
）

六
月
一
九
日
同
第
二
○
号

一
ハ
ロ
河

一
ハ
ロ
洞

↓
ハ
ロ
河

三
月
三
一
日
同
第

三
月
三
一
日
同
第

五
月
三
一
日
同
第
一
四
八
号

ぐ
三
日
同
第
一
五
九
号

五
日
同
第
一
六
七
号

一
日
同
第
一
七
九
号

一
日
同
第
一
四
九
号

（
法
律
第
二
十
六
号
）

第
一
次
吉
田
内
閣

五
六
号

’
六
号

’
九
号

〔

同
六
三
年
二
月
一
五
日
同
第
八
八
号

平
成
三
年
四
月
二
日
同
第
二
三
号

同
三
年
四
月
二
日
同
第
二
五
号

同
三
年
五
月
二
一
日
同
第
七
九
号

同
五
年
二
月
一
二
日
同
第
八
九
号

同
六
年
六
月
二
九
日
同
第
四
九
号

同
一
○
年
六
月
一
二
日
同
第
一
○
一
号

同
一
○
年
九
月
二
八
日
同
第
二
○
号

同
六
二
年
九
月
一
○
日
同
第
八
八
号

同同同同同 同
五
一
年
五
月
二
五
日
同
第

同
五
○
年
七
月
二
日
同
第

同
四
九
年

同
四
八
年
九
月
二
九
日
同
第
一
○
三
号

同
四
五
年

同 同
四
四
年

同 同
四
二
年

五
八
年
一
二
月

五
八
年

五
七
年
七
月
二
三
日
同
第

五
六
年
六
月
二
日
同
第
八
○
号

五
三
年

四
五
年

四
二
年
八
月

｛
ハ
ロ
洞

｛
ハ
ロ
洞

五
月
二
五
日
同
第

五
月
二
三
日
同
第

五
月
三
月
二
五
日
同
第

五
月
三
一
日
同
第

六
日
同
第
四
八
号

二
日
同
第
七
八
号

一
日
同
第
七
○
号

｜
日
同
第
二
一
号

一
日
同
第
一
二
○
号

六
九
号

五
五
号

二
五
号

五
五
号

五
九
号

一
八
号

一

一

号
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専
門
学
校
と
す
る
。

（
昭
三
六
法
一
四
四
・
昭
三
六
法
一
六
六
・
平
一
○
法
一
○
一
・
平

一
八
法
八
○
・
平
一
九
法
九
六
・
平
二
七
法
四
六
・
一
部
改
正
）

第
二
条
学
校
は
、
国
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立

高
等
専
門
学
校
機
構
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
地
方
公
共
団
体
（
地
方
独

立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
（
以
下
「
公
立
大
学
法
人
」
と
い
う
。
）
を
含

む
。
次
項
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
私
立
学
校
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人
（
以
下

「
学
校
法
人
」
と
い
う
。
）
の
み
が
、
こ
れ
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
こ
の
法
律
で
、
国
立
学
校
と
は
、
国
の
設
置
す
る
学
校
を
、
公
立
学
校
と

は
、
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
学
校
を
、
私
立
学
校
と
は
、
学
校
法
人
の

設
置
す
る
学
校
を
い
う
。

（
昭
二
四
法
二
七
○
・
昭
五
六
法
八
○
・
平
一
四
法
一
五
六
・
平
一

五
法
二
七
・
平
一
五
法
二
九
・
平
二
八
法
四
七
・
一
部
改
正
）

第
三
条
学
校
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
学
校
の
種
類
に
応
じ
、
文
部
科

学
大
臣
の
定
め
る
設
備
、
編
制
そ
の
他
に
関
す
る
設
置
基
準
に
従
い
、
こ
れ

Ｉ
第
一
条
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
特
別
支
援
学
校
、
大
学
及
び
高
等

第
十
三
章
罰
則
（
第
百
四
十
三
条
’
第
百
四
十
六
条
）

附
則

第
一
章
総
則

こ
の
法
律
で
学
校
と
は
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教

く

を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
二
法
八
七
・
平
二
法
一
六
○
・
一
部
改
正
）

第
四
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
校
の
設
置
廃
止
、
設
置
者
の
変
更
そ
の
他
政

令
で
定
め
る
事
項
（
次
条
に
お
い
て
「
設
置
廃
止
等
」
と
い
う
。
）
は
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

ら
の
学
校
の
う
ち
、
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）

の
通
常
の
課
程
（
以
下
「
全
日
制
の
課
程
」
と
い
う
。
）
、
夜
間
そ
の
他
特

別
の
時
間
又
は
時
期
に
お
い
て
授
業
を
行
う
課
程
（
以
下
「
定
時
制
の
課

程
」
と
い
う
。
）
及
び
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
課
程
（
以
下
「
通
信
制
の

課
程
」
と
い
う
。
）
、
大
学
の
学
部
、
大
学
院
及
び
大
学
院
の
研
究
科
並
び

に
第
百
八
条
第
二
項
の
大
学
の
学
科
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

一
公
立
又
は
私
立
の
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
文
部
科
学
大
臣

二
市
町
村
（
市
町
村
が
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
す
る

公
立
大
学
法
人
を
含
む
。
次
条
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
四
条
、
第
百

三
十
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
す
る
高

等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
都
道
府
県
の
教
育
委
員

〈
云

三
私
立
の
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、

中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
都
道
府
県
知
事

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
学
校
を
設
置
す
る

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
と
き
は
、
同
項
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
を

要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
学
校
を
設
置
す
る
者
は
、
文
部
科

学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
文
部
科
学
大
臣
に
届
け

〔
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出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
大
学
の
学
部
若
し
く
は
大
学
院
の
研
究
科
又
は
第
百
八
条
第
二
項
の
大

学
の
学
科
の
設
置
で
あ
っ
て
、
当
該
大
学
が
授
与
す
る
学
位
の
種
類
及
び

分
野
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

二
大
学
の
学
部
若
し
く
は
大
学
院
の
研
究
科
又
は
第
百
八
条
第
二
項
の
大

学
の
学
科
の
廃
止

三
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
事
項

③
文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
届
出

に
係
る
事
項
が
、
設
備
八
授
業
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
適

合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置

を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の

十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
（
指
定
都
市

が
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
を
含

む
。
）
の
設
置
す
る
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
に
つ

い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
を
設
置
す
る
者
は
、
同
項

の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
行

お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤
第
二
項
第
一
号
の
学
位
の
種
類
及
び
分
野
の
変
更
に
関
す
る
基
準
は
、
文

部
科
学
大
臣
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。

（
昭
二
八
法
一
二
三
・
昭
三
六
法
一
六
六
・
昭
三
九
法
二
○
・
昭

て

第
七
条
学
校
に
は
、
校
長
及
び
相
当
数
の
教
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
八
条
校
長
及
び
教
員
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四

十
七
号
）
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
の
資
格
に
関
す
る
事
項
は
、
別

に
法
律
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
を
定
め
る
。

五
一
法
二
五
・
平
三
法
七
九
・
平
一
○
法
一
○
一
・
平
二
法
八

七
・
平
三
法
一
六
○
・
平
一
四
法
三
八
・
平
一
四
法
一
五
六
・

平
一
七
法
八
三
・
平
一
八
法
八
○
・
平
一
九
法
九
六
・
平
二
三
法
三

七
・
平
二
六
法
五
一
・
平
二
七
法
四
六
・
平
二
七
法
五
○
・
平
二
八

法
四
七
・
一
部
改
正
）

第
四
条
の
二
市
町
村
は
、
そ
の
設
置
す
る
幼
稚
園
の
設
置
廃
止
等
を
行
お
う

と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
二
三
法
三
七
・
追
加
）

第
五
条
学
校
の
設
置
者
は
、
そ
の
設
置
す
る
学
校
を
管
理
し
、
法
令
に
特
別

の
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
学
校
の
経
費
を
負
担
す
る
。

第
六
条
学
校
に
お
い
て
は
、
授
業
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
国
立
又
は
公
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育

学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
に
お
け
る
義

務
教
育
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
昭
二
八
法
一
二
三
・
昭
三
五
法
一
六
・
昭
三
六
法
一
六
六
・
平
一

○
法
一
○
一
・
平
一
八
法
八
○
・
平
一
九
法
九
六
・
平
二
七
法
四

六
・
一
部
改
正
）

く
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（
昭
二
四
法
一
四
八
・
全
改
、
昭
二
九
法
一
五
九
・
昭
三
六
法
一
六

六
・
平
二
法
八
七
・
平
三
法
一
六
○
・
一
部
改
正
）

第
九
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
校
長
又
は
教
員
と
な
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

一
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

手
）

二
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

三
教
育
職
員
免
許
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
こ

と
に
よ
り
免
許
状
が
そ
の
効
力
を
失
い
、
当
該
失
効
の
日
か
ら
三
年
を
経

過
し
な
い
者

四
教
育
職
員
免
許
法
第
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り

免
許
状
取
上
げ
の
処
分
を
受
け
、
三
年
を
経
過
し
な
い
者

五
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に

成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団

体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

（
昭
二
四
法
一
四
八
・
全
改
、
昭
三
六
法
一
六
六
・
平
二
法
一
五

一
・
平
一
四
法
五
五
・
平
一
九
法
九
八
・
一
部
改
正
）

第
十
条
私
立
学
校
は
、
校
長
を
定
め
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
あ
っ
て

は
文
部
科
学
大
臣
に
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
学
校
に
あ
っ
て
は

都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
二
法
八
七
・
平
二
法
一
六
○
・
一
部
改
正
）

第
十
一
条
校
長
及
び
教
員
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
文

部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
児
童
、
生
徒
及
び
学
生
に
懲
戒
を

加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
体
罰
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一

r

（
昭
三
六
法
一
六
六
・
平
二
法
八
七
・
平
二
法
一
六
○
・
平
一

九
法
九
六
・
一
部
改
正
）

第
十
二
条
学
校
に
お
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
幼

児
、
児
童
、
生
徒
及
び
学
生
並
び
に
職
員
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た

め
、
健
康
診
断
を
行
い
、
そ
の
他
そ
の
保
健
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
（
昭
三
三
法
五
六
・
全
改
、
平
一
九
法
九
六
・
一
部
改
正
）

第
十
三
条
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
各
号
に
定
め
る
者
は
、
当
該

学
校
の
閉
鎖
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
法
令
の
規
定
に
故
意
に
違
反
し
た
と
き
’

二
法
令
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
し
た
命
令
に
違
反
し
た
と
き

三
六
箇
月
以
上
授
業
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き

②
前
項
の
規
定
は
、
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
稚
園
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
同
項
各
号
に
定
め
る
者
」
と
あ
り
、
及
び

同
項
第
二
号
中
「
そ
の
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
フ
教
育
委
員
会
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
昭
三
六
法
一
六
六
・
平
三
法
八
七
・
平
二
三
法
三
七
・
一
部
改

正
）

第
十
四
条
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
市
町
村
の
設
置
す
る
学
校
に
つ

い
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
私
立

学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
学
校
が
、
設
備
、
授
業
そ
の
他

の
事
項
に
つ
い
て
、
法
令
の
規
定
又
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
若
し
く
は

良
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